
 

 

 

 

 

 

 

第４回 少年矯正を考える有識者会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 日 時  平成２２年４月２１日（水）午後１時３０分～午後５時０７分 

 

 場 所  法務省２０階会議室 

 



 

午後１時３０分 開会 

 

 

１．出席者自己紹介 

 

○事務局 それでは，定刻となりましたので始めさせていただきます。 

 会議に入ります前に，本年４月の春の定期人事異動によりまして，矯正局に異動となり，今

回の会議から新しく出席しております矯正局幹部職員を御紹介いたします。 

まず，横尾官房参事官です。 

○官房参事官 官房参事官の横尾と申します。よろしくお願いいたします。今春の異動で，福

岡矯正管区のほうから異動してまいりました。よろしくお願いいたします。 

○事務局 続きまして，林谷局付検事でございます。 

○局付検事 局付検事の林谷でございます。よろしくお願いいたします。 

○事務局 以上でございます。 

 それでは，岩井座長，よろしくお願いいたします。 

 

 

２．配布資料説明 

 

○岩井座長 それでは，時間になりましたので，第４回少年矯正を考える有識者会議を開催し

ます。初めに，事務局から本日の配付資料について説明があります。 

○事務局 席上に配布資料をお配りしておりますので，御確認ください。なお，不足等ござい

ましたらお申し出ください。よろしいでしょうか。 

 配付資料につきましては以上でございます。 

 

 

３．パートナー自己紹介 

 

○岩井座長 まず，本日は会議を進めるにあたり，議論のパートナーとして，小田原少年院の

門脇院長，榛名女子学園の金子園長に同席いただいております。お二人には議論の中でこれま
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での施設勤務の御経験や御見識を踏まえて，少年院実務や現場の運用状況などについて，必要

に応じてその都度，御説明いただきたいと考えております。 

 初めにお二人から簡単に自己紹介をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○門脇院長 今，御紹介にあずかりました小田原少年院の門脇と申します。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 私は昭和４８年に静岡少年院，今は駿府学園という短期施設になっておりますけれども，そ

この静岡少年院に拝命いたしまして，３７年ちょっと，電車の中で勘定してみましたら，１３

施設の勤務をさせていただきました。そして，３７年で，もう３８年目に入っておりまして，

今年度でめでたく満期退院になります。 

 この１３施設，３７年の中で勤務をさせていただきましたけれども，いろいろな施設で子ど

もたち，あるいは先生方といろいろな出会いがありまして，それが自分の今，宝物になってい

る，そんなふうに思っております。 

 仕事では，ちょうど平成１３年だったと思いますが，検察官送致の年齢が引き下げられ，初

めて刑務所の勤務になりましたけれども，川越少年刑務所でその少年受刑者の処遇の立ち上げ

にかかわらせていただきました。また，非常に幸せ者だと思うんですが，平成１８年には，監

獄法改正で，今度は改善指導というのは皆さんご存じのところだと思いますけれども，その改

善指導の仕事にかかわらせていただいた。私にとって，非常に法務教官としても矯正人として

も非常に勉強になった次第であります。 

 今日は，先生方の御質問であるとか，いろいろなことに的確に御説明やらお話ができるかど

うか，甚だ自信はございませんけれども，私も勉強させていただきたいと思っておりますので，

どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

○金子園長 榛名女子学園の金子と申します。よろしくお願いします。 

 私は昭和５６年に愛光女子学園に採用されました。大学では知的障害児の教育を専攻してき

ました。そういった専攻と，あと子どもを育てていたということもあって，愛光女子学園や関

東医療少年院など，東京近郊施設での勤務が多く，神奈川医療少年院にも勤務しました。愛光

女子学園には３回勤務しています。医療少年院とか，女子少年院とか，そういった個別な必要

性に配慮した処遇ということをせざるを得ないという施設の勤務経験は比較的豊富だと思って

います。 

 今，門脇院長がおっしゃったように，川越少年刑務所で法律改正の年に当たって，門脇先生

の部下として現場の取りまとめをやらせていただき非常に勉強になりましたし，少年受刑者の
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処遇に直接かかわることもできて，少年の処遇ということを幅広く考えることができたと思っ

ています。 

 ２５年ぶりにこの春，榛名女子学園に戻ってきて，子どもたちの体格がとてもきゃしゃにな

っているなということと，精神的にも本当に線が細くなっていということで，これからどうし

ようかなと思っているところです。なお，前任は仙台にあります青葉女子学園です。 

 以上です。 

 

 

４．矯正局による報告（少年院における矯正教育のあゆみ） 

 

○岩井座長 ありがとうございました。 

 本日は少年院における矯正教育及び処遇体制のあり方について議論を行いたいと思います。

議論に先立ちまして，矯正局から少年院における矯正教育のあゆみ，その歴史の概略について

御説明いただきたいと思いますので，よろしくお願いいたします。 

○少年矯正課長 少年矯正課長の重松でございます。 

 お手元に少年院のあゆみというペーパーを御用意しましたので，御覧下さい。 

 この資料は戦後の少年院の動向に関連しまして，主として制度面に係る事項を時系列的にメ

モにしてみたものでございます。当然のことながら，多元的かつ複合的な内容を短時間で御説

明するというのはなかなか難しいものがございます。したがいまして，御説明には私の主観が

含まれているということを御了解いただきたいと思います。 

 また，各委員に事前にお配りをしております基本法令や私どもの先輩等が記した資料に具体

的な内容の多くが触れられておりますので，かいつまんで御説明いたします。 

 さて，現在の少年院の前身である矯正院につきましては，大正１２年に旧少年法，矯正院法

が施行され誕生いたしました。これにより，東京に多摩少年院，大阪に浪速少年院が設置され

たところでございます。昭和２３年までの間に，最終的には２０庁設置されたと聞いておりま

す。ちなみに多摩少年院におきましては，同年の７月１５日に開院式を迎えておりますけれど

も，１か月半後の９月１日には関東大震災に遭遇して，大きな被害を受けるという，誠に厳し

い船出をしております。 

 戦後になりまして，新少年法と矯正院法を改正しました新少年院法に基づきまして，昭和２

４年に現行の少年院がスタートしております。新少年院法に盛り込まれた主要な点は，例えば
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収容して矯正教育を行うという基本理念を目的に掲げたこと，少年院に４つの種別を設け，年

齢，性別，犯罪的傾向の程度，あるいは心身の状況に応じまして，分類処遇の原則を示したこ

と，学齢少年に対し，普通教育を保障したこと，段階処遇を導入したこと，少年鑑別所の制度

が盛り込まれたことなどが挙げられようかと思います。 

 この時代の少年院は，少年法適用年齢が１８歳から２０歳に引き上げられたこと，あるいは

戦後の非行の激増等の要因によりまして，備考欄に記しました収容人員からもおわかりのとお

り，過剰収容の状況になりました。当時の少年院は老朽施設が多く，職員も経験不足でありま

して，急増かつ悪質化した少年の処遇に対応できず，逃走，騒じょう等の事故が相次いだと聞

いております。昭和２０年代を通しまして，少年院は苦難の時代を過ごしたと言えようかと思

います。 

 このような状況も，昭和３０年代に入るころから，施設の改築，新営が着手されるとともに，

少年鑑別所と強く連携をしつつ，いわば処遇の科学化，個別化，類型化への取り組みが少しず

つ進められてまいりました。 

 このような動きの萌芽としまして，昭和２５年ごろにいくつかの少年院が指定されまして，

学校教育法における普通教育や職業技能に関する教育について，指導内容標準化のための実験

的研究が行われています。また，同年には，矯正保護研修所が設置されまして，職員研修の充

実化の端緒があらわれているところでございます。 

 昭和３７年ごろには，いわゆる少年院特殊化構想試案というものが打ち出されております。

この構想試案は，対象者を資質や処遇上の必要性から９つの類型に分けて，その類型ごとに収

容する施設を定め，対応した処遇を行い，施設処遇の特色化を図ろうというものでございまし

た。 

 次いで，昭和４０年代の後半に入りまして，この構想試案を発展させた形で教育訓練要領案

というものが発案をされました。この要領案も対象者の非行性，資質，環境面の特性や問題点，

処遇上の必要性等に対応する９つの処遇類型を設定しまして，その教育内容，方法の標準化，

充実化を図ろうとするものでございました。 

 これらの試みは，対象者や処遇を類型化して，対象者の個別的必要性に対応しようというも

のでございますけれども，一部を除きまして条件が整わず，必ずしも定着したとは言いがたい

ものでありますが，次の時代に向けての理念的基礎を形成したものと考えられるところでござ

います。 

 一方，本日のテーマの一つでもあります生活指導につきましては，昭和３３年に矯正局長通
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知「少年院における生活指導の充実について」が発出されております。この時期は学校教育に

道徳が導入されたころでもありますが，これをもって，初めて少年院における生活指導の基本

的考え方や教育のプロセスに応じた指導内容，方法等についての指針が示されたところでござ

います。内容的には当時盛んであったいわゆるガイダンス理論の考え方が強く感じられますけ

れども，これ以来，少年院の矯正教育における生活指導は集団指導の在り方を始めとして，様々

な形で矯正教育の中核として発展をしていくことになります。 

 ちなみに，処遇の科学化に寄与する流れとしましては，昭和３９年に現在の矯正教育学会の

前身であります矯正教育研究会が発足しております。そしてまた翌年の昭和４０年には，保護

分野と併せまして人間科学的な素養を持った幹部の確保等のため，矯正保護上級職員採用試験，

現在の国家一種の人間科学Ⅱの区分でございますけれども，開始されております。 

 このような動きを経まして，現在の少年院における処遇体制の基礎が形づくられたのが，昭

和５２年のいわゆる少年院運営改善でございます。この背景には，備考欄の収容人員の数字で

もおわかりのように，収容少年の激減，その時代の少年非行や在院少年の質的変化等への対応，

あるいは少年法改正論議が昭和４０年代になされましたけれども，これによって処遇の多様化

が強く求められたこと，そのような背景があったと聞いております。 

 その主たる内容について申し上げますと，基本方針として４つが掲げられております。第１

番目として，施設内処遇と施設外処遇の有機的な一体化，２番目として処遇の個別化と収容期

間の弾力化，３番目として施設の特色化，４番目として関係機関，地域社会との連絡・協調が

掲げられております。また，短期処遇と長期処遇が設けられたのもこの時期でございます。短

期処遇に一般短期処遇と交通短期処遇が，長期処遇に生活指導課程，職業訓練課程，教科教育

課程，特殊教育課程，そして医療措置課程という処遇課程が，言い換えれば処遇コースが設置

されました。 

 とりわけ，収容期間弾力化の目玉として，短期処遇の充実に力が注がれました。ちなみに，

短期処遇につきましては，当時の交通事犯少年の急増を背景としまして，昭和４３年に松山少

年院に交通短期処遇が設置されたのを皮切りに，幾つかの施設においては交通短期処遇が既に

実施されていたという時代背景もございます。さらに，この処遇課程ごとの処遇内容をコンパ

クトに一覧表にまとめた基本的処遇計画というのもこの時期に作られました。そして，在院者

個々人にわたる教育計画としての個別的処遇計画も作成することになりました。また，収容期

間の上限，その延長手続，あるいは移送の手続等，重要な制度がこの時期に作られております。 

 これに続き，昭和５５年には教育課程の編成とその運用の基準が定められました。教育課程
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の定義を，在院者の特性及び教育上の必要性に応じた教育内容を総合的に組織した標準的な教

育計画とし，その指導領域を，中核としての生活指導を始めとして，職業補導，教科教育，保

健・体育，そして特別活動の５領域に分けまして，処遇課程ごとの教育内容や，指導の指針等

が示されました。これを定めた矯正局長通達は，その後更なる充実を図るために，平成８年に

全面的に改正をしております。ここでは教育課程の編成，実施，評価という管理のサイクルが

明確にされまして，年ごとに指導内容，方法等のいわばバージョンアップを図る，そういう仕

組みが導入されております。昭和５５年には同様に成績評価の基準についても定められました。 

 なお，昭和６３年には職員に専門官制が導入され，その翌年の平成元年には法務教官採用試

験が開始されております。この後の平成における少年院のあゆみについては，便宜上，３つに

分けて御説明をいたします。１番目は処遇コースに関連した変遷，２番目に少年法等の一部改

正に関連した変遷，３番目にその他教育内容や処遇に関連した変遷に分けて御説明をしたいと

思います。 

 まず，処遇コースに関連した事項につきましては，平成３年に短期処遇の改編が，平成５年

に長期処遇の改編がされております。短期処遇の改編につきましては，先ほど申し上げました

交通短期処遇を発展的に改編しまして，特修短期処遇が開始されるとともに，一般短期処遇に

３つの処遇課程が設置されたところでございます。また，平成５年の長期処遇の改編につきま

しては，いわゆる外国人の対象少年の課程を含む生活訓練課程の細分，いわゆるＧ２と我々は

呼んでおりますけれども，これが設置されるとともに，無職少年の増加等に対応するため，職

業能力開発課程という課程が設置されております。その後，平成９年には長期処遇の生活訓練

課程について，Ｇ３という細分が新しく設置されました。この課程では，いわゆる神戸連続児

童殺傷事件を始めとする重大事案少年への対応のため，先ほど運営改善通達のところで申し上

げましたけれども，行政上の収容期間の上限である２年を超える教育予定期間を最初から設定

することが可能とされました。 

 平成１９年には，教科教育課程に，Ｅ３という細分が新しく設置されました。これは少年法

の一部改正によりまして，少年院収容の下限年齢が１４歳からおおむね１２歳に引き下げられ

たことに伴う措置で，いわゆる小学生を収容するためのものでございました。さらに，同年に

は一般短期処遇の再編が行われております。これは処遇課程ごとの収容状況，一般短期処遇の

収容が減少したという状況にかんがみまして，短期処遇の処遇課程について集約化を行うとと

もに，生活指導の内容・方法の充実を図ったものでございます。 

 次に，少年法等の一部改正に関連した事項について申し上げますと，まず平成１３年には刑
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事処分可能年齢が１６歳から１４歳に引き下げられたことによりまして，これに対応して１６

歳未満の少年受刑者について少年院での収容と矯正教育を可能とする一部改正がなされており

ます。これまで，実際の対象者はございません。平成１９年には先ほどの処遇課程の細分Ｅ３

の新設のところで御説明しましたとおり，少年院収容の下限年齢の引き下げ，あるいは保護者

に対する措置，処遇の個別化理念を明文化するという等の改正が実施されております。 

 最後に，教育内容や在院者の処遇等に関連した事項について申し上げます。まず，被害者の

視点を取り入れた教育の充実でございます。平成１６年の欄を御覧下さい。この教育につきま

しては，それ以前からしょく罪指導などの形をとって，各庁で実施されていたところでござい

ますけれども，平成１６年に矯正局に被害者の視点を取り入れた教育研究会を立ち上げ，被害

者支援団体等を含む有識者を招いて，その在り方等について検討いただくなどして，充実を図

ってまいりました。被害者関連施策といたしましては，平成１９年にそれまで成人のみに適用

されていた被害者等通知制度が少年にも導入されまして，少年院における当該在院者の処遇状

況等に関する通知が開始されました。 

 次に，いわゆる就労支援と就学支援の充実について申し上げます。平成１８年の欄でござい

ます。就労支援につきましては，厚生労働省のほか，当省保護局と連携の上，少年院，ハロー

ワーク，そして保護観察所が連携しまして，在院中から就労先を確保するための手続等を進め

ることができるようになったところです。また，就学支援につきましては，平成１９年の欄で

ございますけれども，文部科学省との連携により，高等学校卒業程度認定試験の少年院での受

験が可能となり，年２回希望者に対し受験の機会を提供しております。 

 最後に，在院者による不服申立制度についてでございます。いわゆる院長への申立制度が平

成１９年に創設されていたところでありますが，このたびの広島少年院不適正処遇事案に照ら

しましても，その運用と効果に若干不十分な点が認められたということで，昨年９月に，法務

大臣訓令による在院者の法務大臣に対する苦情の申し出制度の運用が開始されました。これに

よりまして在院者は従来どおり院長に対し申し立てを行うことができる一方，法務大臣に対し

ても苦情を申し出ることが可能になったところでございます。 

 以上，簡単に御説明いたしました。 

 

 

５．意見交換（少年院における矯正教育の在り方について） 
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○岩井座長 ありがとうございました。 

 ただいまの御説明に御意見などもおありでしょうが，時間の関係もございますので，これか

らの議論の中でお話しいただければと思います。 

 それでは，最初に少年院における矯正教育の在り方を考えていくための出発点として，矯正

教育の目的として何を重視すべきなのか，また目的を達成するための教育内容，方法として何

を重視すべきなのか，委員の皆様方が現在どのようなお考えをお持ちなのか御意見をお伺いし

たいと思います。大変大きなテーマではございますけれども，今後の議論へつなげていくため

の出発点だと思いますので，よろしくお願いいたします。 

 御意見ございますでしょうか。 

○毛利委員 僕ばっかりしゃべって申し訳ないといつも思っておりますけれども，これを話し

合うにあたって，一番大きな問題というのが少年院に出入りをしていると，必ず自然に法務教

官と少年の間に上下関係が存在しています。少年が思うようにいかないと叱られます。そうい

うものが積み重なって少年院の生活があるんですけれども，そのときに法務教官が少年が自分

たちになつく，服従することが良いことだということが，広島少年院の事件の中には大きく背

景として含まれているわけです。少年の自立よりも自分たちが世話をしている大人に少年が従

順であるのが善なのだという観念が大きくそこにあります。 

 そして，その法務教官が少年たちを社会に帰すために一生懸命教育している，若しくは教育

しているつもりなんですけれども，このときに法務教官と少年が何に向かって服従して，いい

社会人になろうとしているのかという問題があって，戦前だと端的に言うと国体だったわけで

すよね。国体というのがあって，天皇陛下がいて，そしてそこにひれ伏していくというのが基

本的に刷り込まれていたわけですけれども，今の少年院の中で法務教官の心の中にそういうも

のが切り分けられてきちんとあるのかな，何のために少年はおとなしい人にならなければいけ

なくて，何のために生きなくてはいけないのかということをちゃんと把握して教育が行われて

いるのかというのが，すごく大きいんですけれども，そういったものがあるのかという気がす

るんです。 

 例えば，ありそうなものとして日本国憲法があって，国家があって，端的に言えば法務省と

いう組織が自分が働いている中にあって，もっと小さく言うと，少年院もしくは院長という権

威，自分の上司がいる。そのなかで，一体法務教官は何をよりどころにして，少年との上下関

係をつくっているのか。もしかして法務教官の考えている「上下」の「上」とは，もしかして

空虚なものなのではないか。そのあたりを最初に話したらどうかなと思ったんですが，どうで
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しょうか。難しいですか，この話は。 

 門脇さんにぜひ聞いてみたいんです。 

○門脇院長 今，先生がおっしゃった服従というのは，これは力の関係ですよね。力関係があ

る限り，施設の教育的風土というのは生まれません。子どもたちもこういう関係を法務教官が

心の中に持っていると，いつもくすぶっていますから，それはいつかどこかで破裂するんです。

それはどこに行くかというと，例えば新採用の職員のところに逆らってみるとか，そういうと

ころに問題が出るんです。今，こういう服従関係を重要視するとか，そんなふうに考えている

教官というのは，少なくとも私が知っている限りではいません。少年とそういう関係性があり

ますと子どもはただ形を真似するだけで絶対変わりません。 

 特に，平成元年から問題意識の高い法務教官採用試験ができて，非行少年の教育に対して非

常にモチベーションの高い人たち，問題意識の高い人たちが入ってきていまして，職員に服従

させるというような感性はないと思います。 

○毛利委員 そうすると，広島の事案はもう大暴走ということですか。 

○門脇院長 大暴走というか，私は信じられませんでした。あり得ないですよね。ですから，

あれを職員研修ということでやりますよね。施設で。私も勤務した少年院等でやりましたけれ

ども，みんな職員がびっくりします。あり得ないと。 

○毛利委員 あり得ないことがどうして起こったんでしょうか。 

○門脇院長 いや，それはいろいろ問題があると思いますけれども，やっぱりそういう服従の

関係ということが何らかの要因で一つの体制となってしまったんでしょう。その服従の関係が

生まれるのは，例えば少年が暴れる，暴れてどうにもおさまらないと。こういうときというの

は，やっぱり力対力の関係というのは出てくると思います。そうでないと，職員が今度はやら

れてしまいますから。ですから，そういうような状況になってきた，あるいはそういう状況と

いうのもが施設の中にあったのではないでしょうか。詳しくわかりませんけれども。そういう

風土の中で，やっぱり少しずつ職員の中に，例えばなめられたらだめだとか，そういう意識が

されていくような，そういうことがあったのではないかなというふうに思います。 

○毛利委員 そのなめられたらだめだというのが，法務教官が働いていくうちに，慢性的に，

否応なく心の中に溜まっていく癖としてあるのではないでしょうか。そして，それを取り除く

科学的な方法がシステム化していないので，環境が非常に悪くなったときに，法務教官の中に

そういうものが出てくる。これがもともとないものだと考えるのか，もともとあるものだと考

えるかで，この議論が相当大きく方向が変わってしまうんだと思うんですが。 
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○金子園長 男の子の場合は，特に力に敏感で，男の子同士の中でも序列というのは常に気に

していて，それは避けて通ることができない問題だと思います。少年刑務所の若い受刑者が部

屋の中でやはり序列をつくって生活していて，それがないようにといくら心を砕いても決して

消せるものではないです。それは人間が社会的な動物である以上，仕方がないというか，本質

的に持っているものだと思います。 

 ただ，広島少年院の事件の場合には，荒れた少年院の中でとてもカリスマ的な指導者がやっ

て，本当にすっと治まった。そしてきちんと話を聞いてくれる子どもたちが目の前に出たとき

に，人間って権力を持つとおかしくなってしまいますよね。間違ってしまう。だから間違って

しまったんだと思うんです。少年院である程度序列があって，これは社会で先輩の話をきちん

と最後まで聞くとか，上司の指示を聞く，お客様に丁寧に説明する。そういった人間関係を結

ぶときには，落ちついたことをしなければならないし，自己統制は必要ですから，そういう意

味で教官が先輩としてきちんと指導する，しつけるということはしなくてはいけないことだと

思います。 

 それと，何となく権力を持って自由に操ることの快感みたいなことを，多分間違えてしまっ

たんだろうなと思います。広島がどういう事態になっていたか分かりませんが，とても苦しい

ときに，ああこれはいけると思ったのではないでしょうか，とその辺については，いつも暴走

の危険をはらんでいると思っています。特に男子の施設はそういう危険がある。女子の場合は，

担任が「自分の子」って抱え込んでしまって，職員が倒れてしまうというそういう危険がいつ

もあるというふうに思っていて，それはやはり誰かが見て，きちんと交通整理してあげなけれ

ばいけない問題だと思います。 

○門脇院長 先ほどの先生のお話ですけれども，そういうストレスがかかる状態というのは，

少年院の中にあると思います。それはやっぱり子どもが全部処遇に乗ってくるわけではありま

せんから。ですから，指導をしても言うことをきかない子どももいます。一番大事なことは少

年院で子どもたちが自分自身はもう非行を二度としないんだとの気持ちにさせることだと思う

んです。それが一番大事なことなんですけれども，そのために，いろいろなかかわりをするわ

けですが，そのときにやはり少年がすべて，「はい。」と言って言うことをきくということは

ありませんし，そういう意味では常にストレスがかかるような状態ではあると思います。ただ，

大切なことはそういう問題を私たちはどこの施設もそうですけれども，個人の問題にしないと

いうことです。これはあとでまたお話をしたいと思っていたんですけれども，これは組織とし

てかかわる，そのためにもう先生も良くご存じのところだと思いますが，少年院の場合は，毎
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日子どもたちの行動観察とかいろいろなものをやって，職員朝礼というものもやっているんで

す。したがって，院長はじめその施設にいる職員全員が子どもの情報，少年たちの情報を知っ

ているということです。その情報に対して適切な対応を組織として行っていけば，そういう間

違いはなかったというふうに思っています。 

○岩井座長 ここで，皆さんからいろいろどういうことを目標とすべきか，矯正教育の目的は

何かということについて御意見を伺いたいと思いますが，本日，御都合により御欠席の津富委

員が御意見を文書で出されておりまして，津富委員は，健全育成と再非行防止というものが矯

正教育の目的だけれども，まず健全育成が手段として先にあるもので，そして矯正教育の目的

は社会復帰の支援なんだ，ということを掲げておられますけれども，そういった点で矯正教育

の目標とするべき点はどういうふうに皆さんお考えになっているのか，御意見をいただければ

と思います。 

○石附委員 私はやはり少年院への収容を調査官として考えるときに，一番大切にすることは，

年少少年であろうが，年長少年であろうが，後見的機能を誰が果たしてもらえるかということ

が，私の考えの中では一番大切なことになっています。その後見的機能を社会内で果たすこと

ができないんだったら，まずは施設に入って，その中からその後見的機能が活かされるような

関係を築いて，そこから自立ということを考えてほしいと思っておりました。 

 そして，教育処遇につきましては，すべてがもちろん健全育成ということなんですけれども，

初期の，あるいは年少少年の場合と年長少年の場合では，目的とか期待するものが多分違うん

じゃないかと思います。累犯少年の場合と年少少年であっても非常に非行性が危ぶまれる場合

とで，やっぱり少年の処遇について期待することは違うと思いますし，その中で個別処遇とい

うことが一番期待されるのは，年少少年の場合ではないか。年少少年は早期に，問題が出てお

りますけれども，そういうようなのはもちろん個別処遇ということになると思います。 

 それから規範意識の涵養ということが言われますけれども，集団で涵養できるわけでもない

し，個別で涵養できるわけでもないし，その辺は専門の現場の先生方がしていただくことでは

あると思うんですけれども，その中でやっぱりどうしても操作的な教育というんですかね。少

年院の矯正教育は，操作的教育の一面があるということが気になります。 

 だから矯正するために，このような教育をして，こういうふうに向かわせる。今，毛利先生

がおっしゃっていたことに通じるかもしれないと思うんですけれども，操作によって子どもが

動くというふうにお考えになってはいないんだと思うんですけれども，結果的に現場でなさっ

ていることには操作的要因が強いと思います。非行少年というのは操作されて，そこまで至っ
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てしまった。社会的にも，教育現場でも，操作の中で非常に苦しんできたと思われますので，

少年院の矯正教育が操作的な教育だというふうに感じられないような，内発的なものが引き出

せるような教育というのを，特に年少少年の場合は期待しております。 

 それとともに，関係性ということですね。先ほどもお話がございましたけれども，担当教官

との信頼関係をしっかり築くことが社会内で関係を築けなかったことを保障してあげるのでは

ないかと，一つの意味として少年の処遇に期待して考えることがございました。 

○岩井座長 ありがとうございます。 

 ではご順によろしいですか。市川委員お願いいたします。 

○市川委員 私が一番少年院のことが良く分かっていないのかもしれません。逆に現状の少年

院のことを特に考えないで発言したいと思っております。少年院は社会から孤立して存在して

いるはずはないんであって，院生は社会の中に戻っていかなければいけないわけですから，や

っぱり社会の一部だと思います。 

 私が思ったのは，世の中変わってきているということを第一に考えていくべきだと思います。

別に少年院の中だけではなくて，教育の現場でも，福祉の現場でも，精神科の場面でも力によ

る支配は一時的には快いものなんです。いうことをききますから。しかし，私は職員に対し，

「それは麻薬の使用と同じだからやめてくれ」と言っています。それに浸ってしまうと，自分

が進歩しようと思わなくなってしまいます。楽ですから。それは子どもの信頼を得ていないん

です。子どもは直感的にいろいろ見ていますから，「自分が大人になったときのモデルになる

人間か否か」ということで判断していると思います。信頼を勝ち取らない限り，力で支配して

もそれはあくまでも一時的なものであろうと思います。 

 一つの規範を持っていて，それに何とか合わせていこうという発想は，時代の変化に合わな

くなってきてしまっていると思います。 

 一つの例として，教育では明治から今までいかに社会に役立つ，日本の発展に役立つ人間を

つくろうとしてきたんだと思います。一種の教育革命だと思いますが，特別支援教育という概

念を入れて，逆に一人一人の個を育てなければいけないという方向に変わってきています。 

 教育だけではなく，医療とか福祉でも同じ方向にかじを切りつつありますから，矯正教育も，

そういうような方向にかじを変えていかなければいけない時代になってきていると思います。

そういう時代になりつつあるということを踏まえて，生活指導等を行っていくことが重要だと

思います。 

 私は子どもの表面的なエネルギーは低下してきていると思っています。エネルギーがなくな
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っているのではなくて，エネルギーを出しにくくなっていると推測しています。何かのきっか

けで爆発するんですが，それまでは出せないでいる子どもが非常に増えてきていると思います。 

 精神疾患でも，例えば統合失調症は随分減ってきております。自閉症でも典型的な症状を持

つ方は減ってきており症状のはっきりしない子どもが増えてきています。集団化していろいろ

な問題を起こす方は減ってきて，集団もつくれない人たちが中心になってきていると思ってい

ます。そういう方々にどう対応していくかを考えなければいけないと思っております。 

○岩井座長 影山委員，よろしいですか。 

○影山委員 少年院における矯正教育の目的が，一言で言えば健全育成であり，再非行防止で

あり，そしてそれが社会復帰につながってきたりというふうなことに対しては，特段のもちろ

ん異論はございません。ただ，その矯正教育の目的を考えるときに，常に忘れてはいけないか

なと思っているのは，あくまでもまず，どんな子どもであっても，非行を犯した子どもであっ

ても，子どもにまず権利がある。健全に成長していく成長発達権があるというふうなこと，こ

れは子どもの権利条約を引くまでもなく，そういうものがまずあるんだということを子どもに

かかわる専門家たちは常に落としてはいけなくて，そして例えば少年院を設置するのは国だと

思いますけれども，国家はそういう少年の健全育成，成長発達していく権利に対して，後見的

にしっかりとサポートする義務が国家にはあるはずで，その義務を果たす一つの手段として，

矯正教育があるのではないかというふうな観点は，私たちは常に心の片隅に常に持って，忘れ

てはいけないのではないかなと思っています。 

 いろいろな生活指導であるとか，職業補導，あるいは教科教育等々ございますけれども，ぜ

ひ少年院の中に人権教育というか，一人一人の例えば自分の存在の大事さ，自分を大切にして，

自分は生きていていいんだというふうなこと，そういったことをしっかりと本人に納得，確信

をさせるような様々な手法，そしてそこから他人も同じように大切なものをみんな持っている

んだというふうなことを，納得していくような様々な手法というものを，少年院の矯正教育の

中でしっかりと意識的に取り上げていただきたいと思っております。 

○岩井座長 どうもありがとうございます。 

 それでは，川﨑委員お願いいたします。 

○川﨑委員 少年院が社会から負託を受けているのは，再非行の防止であると思いますけれど

も，再非行を防止するために，つまり健全な社会人としてもう一回やり直す意欲というのでし

ょうか，あるいはやり直せるのだという自信というか確信というか，そういうものを持たせる

ことが前提として必要になると思います。そのためには，自分を信じるとか，自分を受け入れ
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るとか，あるいは他人を信頼するとか，他人を受け入れるとか，そういうものが必要で，それ

がこの間ヒアリングの中でも随分出てきていたと思います。担任の教官との関係の中で，今ま

でなかった大人に対する信頼を持つことができたとか，少年院の中でいろいろなことをやりな

がら，自分もやれるのではないかというような気持ちを持ったとか，ということだろうと思う

ので，今の少年院の矯正教育は，やはりそこを，特に個別指導の中では，個別指導だけではな

いかもしれませんが，教科教育であれ，職業訓練であれ，単に資格をとらせるということでは

なくて，そういう勉強をさせることを通じて自信を回復させるとか，認められる体験というの

を持たせるということに大きな目標を持って実施していると思います。 

 それから影山先生が言われた人権教育というのも，人権教育の時間としてやるよりは，そう

いう日常の少年院の中での人間関係やいろいろな行事の中で，そういうものを念頭において行

うほうがいいのではないかなと思いました。 

一方で，そういう教育がうまくできるためには，少年院の集団が安定していないといけなく

て，いわゆる更生的な風土がないといけないということで，それを作るためにどうするかとい

うのが教官のもう一つの役割であり，悩みであり，ある意味で時に権力を持って立ち回らなけ

ればいけないという，その二面性みたいなものがあるのだろうと思います。それがその集団の

状況によってうまくいかなくなったり，あるいは優秀な教官であっても，教官自身に生い立ち

や家庭事情などで問題を抱えていることがあって，権力を持つとそれにのめり込んでしまうよ

うな人も中にはいないわけではなくて，そういう人が問題を起こすということは時にはあると

思うんです。 

 ただ，今回の広島少年院の事案の場合は，一時期に多数の問題があったわけで，たまたまそ

ういう人が揃っていたとも考えにくいので，やはりその前提に荒れた時代というのがあって，

そこでいろいろな手法をとったことの，悪しき経験みたいなものが蓄積されたのかなとも思い

ます。 

 ですから，少年院ではやはり更生的風土をつくることは大切であり，それをつくるための技

術みたいなものも高めていかなければいけないだろうと思います。 

○岩井座長 ありがとうございました。 

 それでは，徳地委員お願いします。 

○徳地委員 少年院の目的というのは，少年法を受けての矯正教育であり，また保護処分とし

て送致された少年に対して，社会不適応の原因を取り除くということと，また健全育成を図る

ことを目的とした矯正教育を行う施設ということと，私は考えております。 
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 それで彼らが非行を犯す背景というのは，昔と今と変わらないような感じがするんです。具

体的にはどういうようなことがあるかと言いますと，多くの問題を抱えた家庭，それからもち

ろん保護者です。また，不適切な養育，これは特に最近大きな声で騒がれています虐待，それ

から放任等，さらに親の不仲や葛藤が続く緊張のある家庭，いわゆる家庭に安心感が全然ない

というようなことが，私は一つの少年非行の原因，若しくはその背景ではないかとずっと思っ

ております。 

 それで少年院も児童自立支援施設も，起床から就寝まで規則正しい日課に基づいた生活，こ

れを通して入院から退院までということで，これは私がいた児童自立支援施設も同じことをや

っているかと思うんですが，集団的な処遇が基本でありまして，それからまた個別的な少年の

個別的なニーズに配慮した取り組みが私は必要ではないかと思っております。 

 それから，職員としての姿勢なんですが，これは指導内容等をかんがみまして，私自身もや

っぱり厳しい指導とそのバランスが必要ではないかと思っております。具体的にはどういうよ

うなことかといいますと，良いところはやっぱりほめて，いけないことに関しては厳しく諭す

ということで共感と受容とあとは指示，禁止，こういうめり張りのあるバランス，この辺が必

要ではないかと思っております。 

 ですから，理由にかかわらず，非行や他人に対して迷惑を掛ける行為に関してはやっぱり容

認してはいけないということかと思います。また，そういうようなことに対してやっぱり毅然

とした姿勢も必要ではないかと思っております。具体的には，自己または他人に対して，生命

にかかわるようなことをしたこととか，それからまた他人の人格の尊厳を傷つけるような，そ

ういうようなことに対して，やはり厳しい指導，それから施設内での非行，こういうようなこ

とに対して，絶対にやめさせるという基本的な姿勢を持って臨むことだと思っています。そし

て，このようなことに対し，やはり十分な説明と納得といいましょうか，インフォームドコン

セントをやっぱりしたと思いますし，基本となるのは今までずっと出ておりますように，基本

的な信頼関係をいかに構築するかということに尽きるのではないかと私自身は思っております。 

○岩井座長 ありがとうございました。 

 廣瀬委員お願いします。 

○廣瀬委員 私は裁判官として随分少年院に送り込んだ立場ですけれども，まず，送る側とし

てどういうことを考えていたかというと，結局，非行少年たちは自分では立ち直れず，親も面

倒を見切れない。そこで，国が面倒を見ると，こういうことです。極めて簡単に言いますと。

もっとも，少年たちは十数年も生きてきて問題点が蓄積しているわけですから，少年院の１年
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や２年でそんな簡単に直るはずはない。しかし，最低限できることはして，できるだけ立ち直

ってもらおう，再非行を防止してその社会復帰をきちんとしてもらうということを期待してい

ます。同時にしょく罪，今まで話が出ていないから言いますが，被害者があって，重大な結果

を起こした少年の場合にはきちんとその罪を償うということも必要でありまとめられます。悪

いことをした，本当に悔い改めなければいけない，償わなければいけないという意識をきちん

と持たせる，あるいはそういう償いの基本的な姿勢を持たせる，そういうことも非常に大事で

はないかと思います。 

 ただ，今申し上げたように，十何年かけてできてきたいろいろな問題を，１年や２年，ある

いは最近は４，５年までやっているかもしれませんが，直せるかというと，根本的には非常に

難しいだろうと思います。期間の問題も人手の問題もあるので，理想論はいろいろ言えますけ

れども，できることをやっていくしかないんだろうと思います。 

 そこで最低限，何をやるべきなのかというと，やっぱり前回のヒアリングでもそうですけれ

ども，まず本人自身がこのままではいけない，こういうところが悪かったので，こう直してこ

こを改めてやり直していこうというやる気を起こさせる，意識改革しないと，これはどうしよ

うもない。そのための働きかけは絶対しなければいけないわけです。その前提として，例えば

大人を信用する，その信頼関係が必要になる場合もある，自分に自信を持つということ，それ

から他人のことを思いやることができるようになるということもあるでしょう。しかし，同時

にその意識を改革しただけでできるか，審判でも良く言うのですが，審判に出て反省している

ように見える子はいます。けれども，君の気持ちが変わったのはわかるけれども，では，明日

からできるんですか，ということです。実際にやる気になったからといって，何も訓練されて

いない，身に付いていない人が社会に出てやれるかというと，それは実際にはできないわけで

す。 

 ですから，学校や社会に適応できる，同年齢の子どもと同じだけの知識，経験，生活習慣，

感情のコントロール，そういったものを身に付けなければ，やっぱり社会復帰してうまくいか

ないわけです。そういうものを身に付けさせる必要がある。もちろん全部は無理であっても，

その中核になる重要なところだけでもきちんと身に付けてもらうようにしていく。大きく言え

ば，その２つをやらなくてはいけないのだろうと思います。 

 そのためには，もちろん内発的，自発的にやるのが一番身に付くのは間違いないです。けれ

ども，そういう身に付け方も知らない，学び方も知らないという人が多いわけですから，そこ

は外枠からきちんと訓練をして，一定の強制もかけながら訓練をして，身に付くまで，生活に
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しても何にしても習慣化させながら身に付けさせる。つまり，少年院に来る子たちは，普通の

家庭や学校の中で，当然身に付いているようなことが身に付いていない。それを短期間で圧縮

して身に付けさせようとするわけですから，相当強力な強制的な訓練というものは絶対必要だ

ろうと思います。 

ご指摘のように，詰めこんだり，枠にはめたりしてはいけないということも分からなくはな

いです。しかし，少年たちが立ち直っていくために必要な知識，生活習慣，感情のコントロー

ル，対人的なスキルなど，これらを最低限身に付けさせてやりたいということを考えると，や

っぱり外在的にある程度強力に働きかける，教育訓練するということも当然必要だと思います。 

 そういういろいろな処遇をやっていくには当然前提としての規律といいますか，さっき更生

的風土というお話がありましたけれども，これは学校でも授業中に騒いでいる子どもがいれば，

どうしようもないわけで，それはまず静かに聞いてもらわなければ話にならないわけです。で

すから，規律維持的なこと，少年がある程度言うことを聞くというか，話を聞くというような

人間関係をつくるということは，教官としては当然だし，それがなければ話にならないと思い

ます。ただ，それがさっきから出ているように，自己目的化してまさに言うことを聞かせるこ

とに意味があるということになってしまうと，それは極めて問題だろうと思います。 

 広島少年院の場合は，そこがちょっと行き過ぎたのではないかという気がするのですが，大

前提として必要であるということは間違いないと思います。家庭裁判所の少年審判でもそっぽ

を向いたり，場合によっては暴れたりする少年たちさえいるわけですから，まず静かに正面を

向いてお互い話をするということができるようにならなければいけないし，少年が自分に目を

向けて，自分のことを真剣に考えるという姿勢まで持っていくということは絶対に必要だと思

います。 

 そういういろいろな働き掛けをしていかなければいけないわけですから，非常に大変だと思

います。時間も限られるし，人手も限られているので，余り理想に走ってこうあるべきだとい

うことを言っても，僕は仕方がないだろうと思います。できるのは十何年かけて問題が蓄積し

てきた少年の意識を切り換えるとか，本人の方向性を転換して，エネルギーを有効な方向に使

わせるように持っていくきっかけをつくる。きっかけができるというところまでやれれば，僕

は大成功なのではないかと思います。そのためには一定の教育訓練が必要ですが，同時に内発

性や信頼関係も非常に重要だろうと思います。少年院にはこのように矛盾する面のある難しい

ことをお願いしなければいけないのだろうと思っています。 

○岩井座長 どうもありがとうございます。 
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 では，本田委員お願いします。 

○本田委員 少年院の内部を語る前に，前後のことも含めてちょっとお話をしたいと思うんで

すけれども，少年の非行の場合は約半数近くが不処分あるいは審判不開始ということで，少年

院に来ない，少年鑑別所に行かないというケースが多いです。その中でも繰り返し犯罪を積ん

できてやってくるという段階で，かなり社会に対しての不信感とか大人に対する不信感，特に

学校に対しての不信感というようなものがあります。この状況で，少年院の中で社会に対する

安心感を築き直そうとしても非常に難しいと思います。 

 ですから，まず少年院に入る前の少年たちに対しての，何か適応指導教室的な再犯防止のも

のを，少年鑑別所の他に置けるのかどうか。これは海外ではもう既に始まっています。エグジ

ットとかＳＯＳという形で，セカンダリーオポチュニティースクールという，学校からはみ出

てしまった方たちに向けて，警察と教育委員会と心理治療や心理教育ができる専門機関が協力

した形で，３か月から６ヶ月の教育を行います。 

 もう一つは出口のところでもやはり同じように３か月から６か月ぐらいの社会適応のための

社会復帰支援センター的なものが必要なのではないかと思います。少年院の中で，きちんとプ

ログラムを組んでやっていって退院しても，今の更生保護の在り方だけではやはり足りない。

更生保護関係の保護司さんや，更生保護の方の研修もずっと受け持っていますが，みなさんご

苦労されています。いきなり社会に戻るのではなく，ある一定期間社会復帰の準備をするため

に，そこにいながら学校に通う，地域と慣れてくる，仕事に慣れてくるというようなことを，

きちんと守られた状態でやってから家庭に帰すとか，地域に帰すというようにしてはどうか。

今は，少年院の中と社会との温度差が余りにも大きいという気がするんです。ですから，少年

院の中では退院間近になってくると，本当にみんな顔つきも変わってきて，少年院の中で規律

もきちんと守れて，それこそ級も上がってきてきちんとできていたはずの人たちが，社会に入

ってくるとこの間のヒアリングの出院者の方もおっしゃっていましたけれども，暴力団が待っ

ている，ピア・プレッシャーに負けてしまうと。それから自分を守ってくれるものがないと，

どうしても環境的に再犯をしやすくなってしまう。では，少年院の中でわずか１年間でそうい

うプレッシャーに耐え得るだけのものを自分たちが身に付けるだけの処遇ができるかというと，

期間が短いと思います。ですから，その前後を合わせて約３年ぐらいのスパーンがあるといい

のではないかと思いました。少年院の中が，１年半から長くても２年ということであれば，前

後１年ぐらいを含めて，３年ぐらいの間での育ち直しというような，大きなスパーンが何か考

えられないかなと思っています。 
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 ３つめは，少年院の内部のことです。やはり少年ですから当然未成年者です。親の責任がど

こまであるのかについての対応が，今まで抜け落ちているように思います。処遇困難な少年の

保護者は面接もなかなか来ないし，特に知的なボーダーラインとか，知的障害の保護者は，親

自身が社会的な福祉が必要だと思います。でも，療育手帳を持っている少年は非常に少ないで

す。となると，その保護者に対して，知的障害だけではなくてもかなり難しい問題を抱えてい

る家族自身が，親プログラムをきちっと受けるということが，何か法的遵守事項でできないだ

ろうか。これもやっぱり海外はやっています。親に親権を持たせるのであれば親の育ちなおし

プログラムが必要だとおもいます。それに乗らないんだったら，厳しいですが，親権剥奪も含

めてきちんとした対応が必要だと思います。児童相談所や児童養護施設が引き受けているよう

に，後見人を別の方にお願いすした上で院から出さないと，多分こういう家庭では，再犯予防

は難しいかと思います。この提案は，今まで日本には，ない部分なので，どこまでできるかな

と思いますが，必要なことと思いましたので提案させていただきました。 

 最後に，少年院の内部のことについては，基本的なその生活指導のところにもかかわるんで

すけれども，基本的な問題解決能力，これは全体にプログラムしてきちっと入れる必要がある

と思っています。職員研修で内部でのトラブル対応を聞いて見ると，石けんがなくて，隣の人

のを盗ってしまって，けんかになったとか，単純な会話ができなくてそこでのやりとりで手が

出てしまうとなると，基本的な問題解決能力を育てる必要が全体にいると思うのです。これは，

日常の生活訓練でできると思います。新たに，個別でやらなければいけないものとして，特に

資質別のプログラム，あるいは犯罪傾向別のプログラムは見直す必要性があると思います。特

に知的なボーダーの方とか，ボーダーラインパーソナリティーに近いぐらいに人格的なゆがみ

を持ってしまっている方たちに個別でやっても教官が非常に疲弊するし，時間が掛かることが

あるんです。ですから，それは何らかのプログラムの中でやってゆき，犯罪傾向別のプログラ

ムをきちんと実施していくという見直しが必要な部分だと思います。 

 実は，犯罪予防で大切なのは，考える力を育てることです。この意味での教科指導は重要な

のですが，中学生には授業形態の教科課程があっても，高校レベルだと高卒レベル検定試験に

向けての個人での学習が中心です。中学レベルの内容すら分かっていない方たちが，中学校に

行かずに非行に走っているという現状を見る場合に，やはり高校の段階ても，きちんとした教

科的な考える力とか，読解力とか，人の会話の内容を理解するとかという，本当に基礎的なと

ころを身に付けた上で，職業指導に持っていくように，基礎学力を付けることが，少年院の処

遇の中で必要性だと思います。 
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 以上です。 

○岩井座長 それでは，毛利委員，お願いします。 

○毛利委員 何を重要視すべきかということで，僕は中津少年学院というところに行っていま

すけれども，そこで感じているのは，そこに１５歳の少年，１７歳の少年がいると，一生懸命

１５歳らしくするために，法務教官の方たちが型を教えているんです。僕はウクレレを教えた

り，読み聞かせをしたり，ずっとここ６年ぐらいやっていますけれども，あるとき，自分が少

年たちに投げかけるものが余りにも響かないので，試しに自分の子どもに読み聞かせている絵

本を持って行って読んだことがあるんです。もう２０歳に近いような子たちなんですが，その

絵本を読み聞かせたときに食い入るように見られて，もう熱心に聞いているんです。他のこと

をやっているときと全く違うんです。そこにいるのは，１５歳なんですけれども，幼稚園ぐら

いの子どもだったんです。 

 僕はそういうことをするために来ているのではないので，以後やめてしまったんですけれど

も，実はこの子どもたちに必要なのは，１５歳で少年院に来たから１５歳のように振る舞うこ

とではなくて，その前の何年間かに失った幼年期をきちんと失っているという自覚を持たせる

ことと，それをやっぱり母性的なもので回復させてあげないと，その後の社会に参加するとか，

大人に従うとか，周りに合わせるとか，そういうところに行き着けないのではないか。手前の

階段が外れて，空中に浮いているのに，お前は１７歳だから１７歳らしくしなさいと言ってい

るところに，何かもう大きな無理がいつもあるような気がしています。 

 ここを何とかしなければいけないのではないかと思います。 

○広田座長代理 皆さん，それぞれなるほどというふうなお話で，でも教育学者としたら廣瀬

先生の言葉がすごく良かったですね。理想論ばかりではだめで，できることをやらないといけ

ないという。教育は目的，特に今の主題の目的については，限りなくしゃべれるんです。内容

と方法についても非常に美しく語れるんです。つまり目的をこれにして，そのために内容や方

法をこれにしようと，そこまでは簡単に言えるんだけれども，実際にはそうはならないという，

そこが非常に難しいところです。 

 それで毛利委員が最初に言われたような，やっぱりどうしてもうまくいかなくて，服従みた

いな話というのは，多分そういうところで設定した内容や方法と，予定した結果との間にずれ

が出たときに，いわば逸脱が生じるという，学校で良くあることですよ。 

 その上で，やっぱり何人かの方が言われているように，やっぱり信頼関係をどう構築するか

というのがやっぱり育て直しとか，生き直しとかというときの鍵だと思うんですが，その前に
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やっぱり秩序の問題がきっとあるんです。これは学校でも一緒です。秩序の問題をインフォー

マルな権力関係でコントロールするというのが問題の発端で，そうではなくてフォーマルなル

ールでやるとかというのはもう一つあるんですけれども，これはこれでなかなかプログラムど

おりの教育につながっていかないです。 

 そうなると，結局やっぱりなんだかんだ言って信頼関係をどう構築するかという，そこへ戻

るというのが教育学でたどってきた道だし，少年院でもそうかなと。だから石附先生が言われ

た操作的な教育ではだめだとか，市川先生が言われた規範に合わせるのはだめだとか，徳地先

生が言われた信頼関係の構築とか，やっぱりそういうふうな組織のその活動の目的に向かった

ものをどうつくっていくかという，健全育成のために何よりもやっぱり信頼関係を持てるよう

な組織の在り方というのをつくっていくというのが，やっぱり重要なのではないかと私は思い

ました。 

 あと，本田先生が言われていらした点は，結構枠組み全体にかかわる重要な話ですけれども，

そこまでやる必要があるのかというふうには僕なんか思うんです。日本の少年院は結構それな

りの形でやってきている部分があって，ネガティブに言うと，またやってしまう子どもがいる

とかって言いますけれども，教育はそんなものだと僕なんか思うので，そういう意味では頑張

っているなと思います。 

○岩井座長 どうも，広田座長代理がまとめてくださいましたので，これ以上まとめはいたし

ませんが，やはりかなり人間の信頼関係というものをちゃんと持つような社会生活に適応でき

るような人間に育てていかなければならない。その場として，更生的風土というものをきちん

と少年院の中に持たなければならないという，そこが皆さんの共通の認識だったのではないか

と思います。そこの指導の仕方が強権的にならざるを得ないという部分があって，それのバラ

ンスが非常に難しいのかと思うんですけれども，親の教育というのも非常に過度にわたると虐

待になってしまうという。結局，非常にバランスが難しい問題なので，そこのところ今までの

経験の中で，少年院の先生方はかなり工夫されてきているのではないかなという感じがしてお

ります。 

 それでは，次にただいまの議論を踏まえて，検討ポイントを絞って議論を進めたいというふ

うに思います。 

 一言で矯正教育と言いましても，非常に議論の範囲が広くてたくさんの論点も考えられると

ころです。そこで，最初にやはり矯正教育の重要な柱である生活指導について検討したいと思

います。 
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 先ほど，少年矯正課長から説明がありましたとおりに，少年院における矯正教育の歴史は，

一面として生活指導の充実・発展に取り組んできた歩みであると言えるわけで，それは健全な

集団づくり，集団生活の中で少年たちがお互いにいい方向に切磋琢磨できる環境作りの歴史で

もありまして，その基盤の上に一人一人の少年の問題性や教育上の必要性に応じて，個別の指

導を行ってきたと言えると思います。このバランスのもとに効果的な指導に努めてきたという

ふうに理解しておりますけれども，これまでのヒアリングの結果なども踏まえると，最近は資

質上の問題を抱えた少年院の指導なども課題となってきておりまして，集団指導と個別指導の

バランスが非常に取りにくくなってきているという現状があるのではないかというふうに理解

しております。 

 実際の現場では，そのあたりの実情はどうなのでしょうか。門脇院長，いかがでしょうか。 

○門脇院長 資質上の問題を抱える少年というのは，私が比較的そういう施設の勤務が多かっ

たから非常にたくさんいるということを感じるのかもしれませんけれども，一般の施設でも少

なからず，資質上の問題を抱えている少年はいると思っています。 

 特に生活訓練課程といって，性格の偏りが著しくて，そして反社会的行動習慣が身に付いて

いる，こういう少年の施設では，そういう資質上に問題があるというような少年が，つまり爆

発的であったり，非常に挑戦的であったり，または知的に障害がある子どももいますけれども，

そういう少年たちが私がいたところでは結構いました。 

 前にいた施設では２割の少年がいわゆる多動性であるとか，発達途上の問題があるというよ

うなことが指摘されている少年というのがいたわけですが，それでもその中でほとんどの少年

が集団処遇の中でクリアしていきます。私はよく見学があったときに学校の先生に言うんです

けれども，少年たちの態度，行動を見てくださいというんです。そうするとみんなびっくりす

るんですが，本当にきちっとやっているんです。 

 ですから集団生活を通して彼たちが変わっていくということももちろんあるんですけれども，

いろいろな手を尽くしてもだめだという子どももいます。特に職員集団の数が少ないところで

すと，そういう子が一人でもいますと，日課がとまってしまうんです。暴れたりなんかして，

ドタンバタンやると他に対する影響もあるので，どうしても職員が指導にかかるわけですね。

静かにしなさいということになるんです。 

 今，御当局のほうでもいろいろとそういう施設には保護室，静穏室というものをつくってい

ただいているので，私は随分職員のためになっているなというふうに実感として思っているん

です。職員はそういうところがないところだと，職員がどうしても他の少年にも聞こえるので，
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静かにしなさいとなるわけです。それでも，しない，無視して暴れる，という形になってくる

と，非常に問題も起きやすいので，そういう構造上の設置というのは非常に重要だと思います。 

 今，随分御当局のほうでも，そういうものをつくっていただいていますので，非常にいいな

と思っています。そういう子どもが出てくると場合によっては日課がとまり，他の少年たちの

教育にも非常に問題が出てくることがあります。 

○岩井座長 金子園長，よろしくお願いします。 

○金子園長 はい。女の子の場合は特に資質上の問題と，虐待の影響と，薬物の影響というこ

とで，個別に手当しなければならない人はたくさんいます。それで非常に操作性が高い，ＢＰ

Ｄみたいな人がたくさんいて，この先生はどれだけ自分の言うことをきいてくれるだろうかと

いうことを競い合っているんです。ですから，夕方先生が帰ろうとする時間になると，面接し

てほしいと言い出すとか，そういうことが多くて，その辺はもうある程度枠を決めて，我慢で

きるようにするということも必要だし，何があっても面接しなければならないというときもあ

るしという，基本を押さえつつ，臨機応変に動ける先生を育成しないと，ただこの子どものた

めにと一生懸命やっているだけだと，先生たちがどんどん倒れていってしまうわけです。そう

いうところは非常に難しいと思います。 

 ただ，子どもたちを見ていると，本当に自分の個別担任の先生が他の子どもと話しているだ

けで焼きもちが焼けるというんです。そのぐらい独占したいと言っていて，自分だけがかわい

がられたいという気持ちは強いですが，もう一方で，仲間たちの中で一人前に扱われたいとい

う気持ちもものすごく強いんです。そのところも大事に拾ってあげて，集団の中で何か出番を

つくるとか，そういったことも必要だなと思います。門脇院長が言ったような，暴れてしまっ

たとか，そうなるともうどうにもならないので，その前の，両方の気持ちを持っていてどっち

に行こうかなと思っている子どもたちをどう指導して，ここは安心・安全で，励まし合って認

め合っていける場なんだよって言えるようにして，いわゆる処遇困難というようになってしま

う前にどれだけ手を入れられるかということがとても大事だと思います。 

 そういう意味で，この間見ていただいた多摩少年院のように，１つの寮で３０人というのは

確かにちょっと多いと思うんです。それでは対応し切れない。治療共同体というか，グループ

ワークがしやすいような，そういった比較的小さな集団で認め合って，それぞれ違っていなが

ら，それぞれが大事にされているんだということが分かるようになるのが理想だと思って，で

も，現実は個別のたくさんの訴えに振り回されているという感じです。 

○岩井座長 どうもありがとうございます。 
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やはり最近の少年の特性というふうなものを考えますと，資質上の問題を抱える少年に対し

てでも，個別指導だけではだめでやはりそういう治療集団における治療というんですか，集団

指導というものの中で結構いい治療教育ができるという御意見だと思うんですけれども。 

 この点についても集団指導と個別指導というふうな部分について，何か御意見ございますで

しょうか。 

 教育学の立場から広田委員どうですか。 

○広田座長代理 これは発言したいテーマなんですが，昨年ちょっと大学の方で書いたテーマ

が，「少年院における個別指導と集団指導」という，ずばりの論文を書いたんですが，そこで

は個別指導とフィールド調査を通して明らかになったというか，考えたことですけれども，そ

の２つが対立しているわけではないという話を書いたんです。つまり，集団生活の中でその個

別の課題みたいなものを発見して，それを個別指導の場面で個別の課題として落としていく。

それが個別の評価を通して，もう一回集団指導での課題や目標になっていくみたいな，そうい

うサイクルが実際うまく回っているという，そういうふうな論文を書いたんです。 

 だから，今の流れは個別指導を手厚くやろうという話で，それは重要だと思いますけれども，

そっちにシフトすると，何かみんな小部屋に入ってしまうような話になるから，それなりにや

っぱり集団指導と個別指導をどう組み合わせるかということが，重要なポイントだと思います。 

○岩井座長 他に何か御意見ございますでしょうか。現場経験をお持ちの川﨑委員はいかがで

しょうか。 

○川﨑委員 先ほどの金子園長さんの御意見もそうですし，その前の皆さん方の御意見を通し

ても，やはり職員との間に信頼関係を構築するということが大切で，それがないことには集団

の規律に従って行動しようという気持ちにもなりにくいということになります。やはり入院当

初からどれだけそういうものをつくっていけるかということだと思います。 

大体考査期間というのは１週間ですか，どこの少年院でも。担任が決まるのはもうちょっと

後ですか。入院してすぐには決まらないですよね。考査期間は考査の担当者，分類の担当者が

担当になって，家庭裁判所の書類はまだ届いてないかもしれませんが，少年鑑別所の書類は少

年の身柄と一緒に届きますので，それを参考にしながら，さらに補足的な調査をしたりしなが

ら，信頼関係をつくったり，少年院に対する不安や不満などを和らげるような働きかけをする

わけですよね。そして，その後に個別担任が決まると思うのですが，そのころはもう集団に移

ってしまうわけですか。 

○門脇院長 その前ですね。 
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○川﨑委員 女子は早いですか。 

○金子園長 大体，女子は決まっています。男子も，多摩少年院でも集団に移す前の日ぐらい

には決まっていて，集団に移る前に顔合わせをして，それから集団に移すようにしています。 

○川﨑委員 集団に移ると，集団行動訓練みたいなものも始まったりするので，その前に個別

担任との間で，例えば少年院に対して不安を持っていることもあるでしょうから，少年院の生

活に関する情報も担任の方からうまく説明してあげるということも必要だろうと思います。や

っぱり導入時期はとても大事だと思います。ただ，稀には少年鑑別所の段階から暴れている子

どもなんかもいるので，そうすると信頼関係の構築というのがとても難しくなると思います。

そういう少年の場合は多分考査期間を延ばすとかというような形で，いろいろな努力や工夫を

しておられるだろうと思います。 

 そのように，一律の基準や方法だけではなくて，子どもに応じたＡだけではなくてＡ’とか

Ａ”とか，そういうような柔軟なプログラムが今後ますます必要になってくるのかなというよ

うな感じはしています。 

○広田座長代理 その個別指導について，ちょっと２つほど御提案というか，言いたいんです

けれども，一つは学校で起きていることは個別指導で先生が忙しくなっているということで，

同じようにやっぱり少年院でも個別指導をもっと充実していくという話になると，これはやっ

ぱりそれだけの人手があるのかという問題は重要だと思うので，そこは何か考えていただけれ

ばと思います。 

 もう一つは，やっぱり学校で起きていることは，個別指導をやっていくと困難な子どもが浮

き上がってくるという，あぶり出されてくるという問題で，ＡＤＨＤの子どもとか，そういう

個別にやろうとして，要するに今まで集団の中で見えなかった子どもが，それなりの特別のニ

ーズを持って存在しているという，そのときにどうするかというのは学校困っていますけれど

も，同じように，一般の少年院の場合もやっぱり医療少年院だけではなくて，一般の少年院で

収容されている子どもたちの知的な問題を，もう少し真剣に考えていく必要があるのではない

かと思います。例えば医療少年院に配置されていますけれども，精神科医師の方に一般少年院

にも非常勤で来ていただくとか，そういうふうな形で教育とは別の対応も，ちゃんとできるよ

うな仕組みは必要ではないかと思います。 

○本田委員 個別の捉え方なんですけれども，個別というと，１対１で別室でと捉えてしまう

か，それとも個の特性を理解した上で，集団の中でもきちんと個別の指導ができるかという捉

え方２つあると思うんです。別室に連れ出してというような形になると，もうとても負担が大
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きいし，逆に効率が悪い場合もあるので，先ほど川﨑先生がおっしゃったように導入の段階で

いかにその少年の特性を理解してあげられるかどうか，この部分が実はとても大事なんですけ

れども，なかなか個別プランを作るのって難しいと思います。 

 最終的に少年院から出ていくときって，ある形に入れてしまうんではなくて，本人らしさ，

個人の人間らしさというか，自分らしさというものを融合した形で出ていく。そういう自己受

容が必要だと思います。例えば，自分は暴力的な傾向があるなと，それも持って生まれたもの

かもしれないし，長年身に付いたものかもしれないんだけれども，それをうまく自分がコント

ロールするには，自分の良さとか，マイナス面，両方ありますから，どうしたらいいんだと融

合していくのが，多分個別プログラムの最終的な目的だろうと思うんです。 

 ですから，個人の特性というものが，最初に担任になる方とか，ほかの集団で見てくる先生

方が，何人かでその方たちが分かっている状態ができると指導がしやすいと思います。１人で

持っていらっしゃるのが４人とか，多くても７人ぐらいですよね。その７人の先生自身が，も

うちょっと全体が見られるような状態になっていると，いろいろな集団場面で職業指導であろ

うが，学科指導であろうが，この子の特性はこうだなと分かっていれば，ここで今注意してい

いかなとか，これは待った方がいいかなというのが分かるので，結構，集団をやりながらでも

個の部分というのがとれるのではないかと思うんです。 

 少年院ではありませんが，現場の先生方の研修をいろいろしていて，すごく困っているんで

すと言われるのが，個別に話を聞いたり指導をしようと思っていても，面接技法が不足してい

ると感じている。だから，心を開かせてあげたくても，生徒は心を閉ざしてしまっていて，逆

に絡まれてきてしまう。開かないからといって説教になってしまって，生徒は黙り込んでしま

って，そこでシャットアウトされてしまうと，その一番大事な信頼関係をつくらなくてはいけ

ないときに，どうやったらその子の１対１の人間関係，信頼関係に持っていけるんだろうかと

悩んでおられます。そのあたりは多分このあとの研修での話しになると思うんですけれども，

個別指導を大事にしてゆくなら，指導のあり方，技法も，一緒に考えていってあげられるとい

いと思います。 

○岩井座長 ちょっと現状を伺いたいのですけれども，今はやはり集団を全部個別指導にした

くても，居室の関係などでどうしても，集団室にしなければいけないという部分はあるのでは

ないですか。 

○門脇院長 私は基本的には，先ほどもちょっと申し上げましたけれども，その資質上に問題

を抱えている少年でも，できるだけ集団の中で変えていきたいということを少年院は多分原則
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としていると思うんです。ただ，そこにどうしても乗っかってこない子どもがいます。体調不

良を訴える，あるいはもうそれがために職員に殴りかかるとか，そして本当はもう急所を外し

ているんですけれども，腹部のところを軽くジャブするみたいなことでもって集団から逃げる

とか，どうやってもいろいろなかかわりをやってもだめな子どもというのはいるんです。 

 こうした少年に対しては，個別のプログラムを組みます。それだけ非常に職員も負担がかか

りますけれども。ですから，知的に障害があり，集団での生活ができないでいる少年でも，何

回も集団と個別の部屋を行ったり来たりします。でも，このときに職員が少年の話を聞いてや

るということはすごく大事なことです。と同時に，少年にもいつも集団で生活するということ

が基本だよということを，きちっと伝えていくということが，私はすごく大事なことだと思っ

ています。それが自分自身の問題点だと。集団で生活していかなければいけないんだよな，で

も俺できないんだよなというような考え方，意識をもたせることが大切だと思います。このた

めには非常に時間もかかります。かかるんだけれども，集団でまた本人に動機付けをして，そ

して集団で頑張りますと。ところが３日ぐらいしか続かないんです。また個別にして少し寝て

休ませる，そしてまた面接に入ってという，そういう繰り返しをやって，何とかクリアし，大

変成長していく子どもというのは結構いるんです。 

 ところが，どうにもならないという子どももいることも事実です。ですから，そういう子ど

もの場合はもう完全にチームを作って，職員でもってチームを作って個別的な手当をしていく。

ある職員が除草作業に出すとか。そしてもう個別のスタッフでもって，一人の少年を指導して

いきます。 

○岩井座長 どうもありがとうございます。 

 すみません，私から少し質問をさせていただきますが，お話を伺っていますと，やはり，社

会復帰させなければいけない社会では，人間関係を集団の中，人間社会の中で形成していかね

ばならないので，そのテクニックというふうなものを指導するためには，集団指導というのが

一番いいんだというお考えなんでしょうか。 

○門脇院長 私はそう思います。耐えていく力というか，少なくとも自分自身がきちっと生活

をしていかなければいけないという意識です。気持ちというか。そういうものをやっぱりある

種の社会性というんですかね。意識というか。そういうものを彼自身に意識化させていくとい

うことは，とても大事なことだと思います。 

○市川委員 私の言い方が悪かったのかもしれませんが，「社会的規範を学んでもらわなけれ

ばいけないが，紋切り型のやり方でやったらだめだ。工夫していただきたい。」ということを
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申し上げたつもりでした。 

資質等の問題ということで，司法では知的障害をおっしゃるんですが，知的障害も含む発達

上の障害のほうが問題です。例えば広汎性発達障害やＡＤＨＤが司法の問題になっています。

広汎性発達障害は，人間関係をつくることそのものが難しい方々です。社会で生きていくため

には集団の中に入らなければいけないのですが，集団にいるのが苦痛な人間を無理やり集団の

中に入れておくだけでは，苦痛が強まるだけです。 

 どうやって集団に入っていくかという，その手段を考えていかなければいけないと思います。

そこの工夫がないと，逃げ出したくなったり，爆発してしまったりする人が出てくると思いま

す。 

 資質の問題については，医療では男子が非常に目立っております。発達障害，特に広汎性発

達障害，ＡＤＨＤは圧倒的に男子に多いのですが，女子も徐々に増えてきており，５年，１０

年後には，少年院でも目立つようになると思います。 

○金子園長 今も榛名女子学園には相当いまして，日課が安定しているので普段はいいんです

けれども，お客様がいらしたりとか，慣れないことがあると，その子たちがおかしくなってし

まうということがあります。また，発達障害のある人が特にＡＤＨＤ系の人が自己治療ではな

いですけれども，そういうので覚せい剤を使い，少年院に来て頭痛薬を求めるというので，医

師に薬を求めないようにさせるための攻防というか，そういうことにエネルギーを使ったり。

ですので，本当に資質上の問題の中でもＡＤＨＤについては，女の子はどっちかというと不注

意優勢型で見えにくいんですけれども，実はすごく小さいときからそれで困っていた人が多い

というのは実感です。 

○市川委員 個別の場合だともし資質の問題があるとすると，小さいころからのデータを積み

上げていないと分かりません。「こういう言い方をしたらかっとなる」という情報が入ってい

ることはすごく重要だと思います。個別の段階での情報を積み重ねてあることが重要だと思い

ます。教育現場で評判の良い先生は，子どもたちを全体として見ながら，個を大切にしている

人ですから，やっぱり個と集団は別々のものではないと思います。 

 生活指導は「その人が社会生活をするのにうまくいくように」という主語がないといけない

ので，「毅然とした態度をとる」というのは，職員が毅然とした態度をとっているのではなく，

その子どもにわかりやすく毅然とした態度をとってあげなければ，理解していただけないわけ

です。その主語を考えていくということを忘れないようにしないと，院生に受け入れてもらえ

ないのではないかと思います。 
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○門脇院長 全く市川先生のおっしゃるとおりだと思います。集団に引き戻すという話は，も

ちろんその少年の発達の状態であるとか，いろいろな問題があります。そういうものを考慮し

て実施するということです。ですから，それを無理強いしたりすると，それはうまくいきませ

ん。ですので，自分のペースを自分で作らせてやるということです。それを繰り返していく中

で，その少年自身が自分のペースをちゃんと作っていくと，それはもうかなり良い感じになっ

ていきます。 

 だから，決して「いいから出ろ。」なんて言うと，先ほど言った服従の関係になってしまう

ので，そういうことはしてもうまくいきません。 

○市川委員 おっしゃるとおりです。福祉のほうで，集団が嫌いな人に全部個室の福祉施設を

作ってみました。彼らはみんなと一緒にいたいときと，ひとりぼっちになりたいとき，両方あ

るんです。それを選べるようにしておいてあげることは，重要なサジェスチョンだろうと思い

ます。 

○門脇院長 おっしゃるとおりだと思います。 

○岩井座長 その他，御発言のある方はいらっしゃいますか。 

 少年院はどうしてもやはり育て直しといいますか，集団での規律訓練というものをかなり重

要視し過ぎの部分があるかと懸念するのですけれども，家庭で虐待された子どもたちなどもか

なりいるので，徳地委員，少し児童自立支援施設での生活指導などで，何か示唆するようなと

ころはございますでしょうか。 

○徳地委員 その前に私，謝罪しなければいけない点があるんですが，それをちょっと一言言

わせてほしいんです。 

 実は先般，多摩少年院に行ったときに，現場の少年院の教官の方が５名いらして，その中で

榛名女子学園の先生がおりまして，経験年数が２５年という方がいたんですけれども，その先

生のお話を聞きますと，非常に個別対応をしなければいけない少年がおりまして，保護室に７

か月，８か月ずっと入ったり出したりしているというようなことがありました。それで，教官

の皆様方も非常に一生懸命真摯な姿で少年たちとかかわっておりまして，もう精神的に疲弊し

ているんです。そのとき，私は，その２５年のベテランの教官の方に，そんなに疲弊して決し

ていい仕事ができないじゃないか，それではいっそうのこと，医療少年院とかに処遇変更でき

ないのかと聞いたら，医療少年院は医療少年院で，いわゆる保護処分の一環として入院するも

ので，なかなか現場の方から医療少年院の方に処遇変更ができない，しづらい，そういうふう

なことをおっしゃったんです。 
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 私がここで言いたいのは，私がそういうふうに疲弊するまで仕事をするということは，少年

たちに対し決していい処遇はできない。それはお互いにやはり相当苦しい立場にいるんじゃな

いかということを申したんですけれども，榛名女子学園の金子先生がいらっしゃいますから，

その辺のことで，私の言ったことが間違えていたら謝罪しなければいけませんし，また帰りま

したら，その教官の方によろしくお伝え願いたいんですけれどもいかがでしょうか。 

○金子園長 医療少年院に行ってしまえばいいということではないので，やはりできることは

したいし，できるだけかかわっていかなければならない。医療少年院にはまた医療少年院の特

別なニーズのある人がたくさん入っていますので，一般少年院でやらざるを得ない人がたくさ

んいるということです。この間の議事録を私も見まして，大変だけれども頑張ろうという明る

さよりも，追い詰められてしまっている感じがちょっとしまして，これはまずいなと私も思っ

たので，徳地先生が感じていたのはそこだと思います。やはり大変な人たちを預かっているか

ら，プロとして学び，いろいろな支援を受けて頑張ろうという気持ちになれるように，何がで

きるかというのをあの議事録を読んで非常に強く思いました。もう大変な女の子たちを処遇す

るのは榛名女子学園しかないので，榛名女子学園が弱音を吐いたらまずいだろうというのが，

私の気持ちなんです。ただ，本当に大変なんだというのは分かりました。 

○岩井座長 どうもありがとうございました。 

 それでは，長時間の議論でお疲れのことと思いますので，ここで休憩といたします。資質上

の問題を抱える少年への指導の問題については，また休憩後にお話しいただきたいと思ってお

ります。 

 

（休      憩） 

 

○岩井座長 それでは，生活指導についての議論を再開いたします。 

 これまでの議論で，かなり資質の問題という部分にまで触れておりますけれども，資質上の

問題を抱える少年への指導をどのように充実させていくかについて，もう少しお考えを伺いた

いと思います。 

○毛利委員 ある５０人から１００人ぐらいの少年の中に，そういう子どもが入ってきたとき

に，例えば新入時教育のときに考査があるんですかね。鑑別通知書もあって。そのときにそう

いう少年を他の子どもとどう違って気をつけながらやるかということは行われているんでしょ

うか，きめ細かく。そこをちょっと知りたいのです。仮にそれが行われていないのであれば，
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新入時教育のときに，この子どもは他の子どもとは違うぞと。男くさい集団生活に巻き込む前

に，違う段階が必要なのではないかというようなプログラムが必要なのではないかなと，今，

お話を伺いながら思ったんですが，それはどうでしょうか。やっているのかということと，で

きるだろうかという問題は２つですけれども。 

○門脇院長  基本的には，少年鑑別所からその生活訓練なら生活訓練，その少年のニーズに

応じた施設が選択されますので，例えば生活訓練課程に来た，あるいは職業能力開発課程に来

た少年として処遇することになります。ただ，少年鑑別所からの引継ぎであるとか，いろいろ

な資料がございますので，例えば一方的に言ったりしては駄目だとか，懇切丁寧にきちっと説

明したほうがいいとか，そういうようなその少年の特性というか，問題性についての情報とか

というものについては全体に情報としてまず流します。 

 プログラムの問題ですけれども，プログラムについては，少年院の場合ですと個別的処遇計

画で計画を立てますので，その個別的処遇計画の中で，しかるべき教育内容は反映されていく

ものだと思っています。 

○金子園長 やはり成績評価ともかかわっているので，なかなかその子だけ突出して違うこと

というのはしにくいので，新入時教育時期というと，オリエンテーションのグループに入れて，

その中で様子を見る。ただ，オリエンテーションのグループは大体小集団ですから，何とかで

きるかというようには思いますが。 

 あと，最近は少年調査記録の今回の事件分の調査の写しを添付してくれる家庭裁判所が多い

ので，親子関係などについて早い時期から詳細に分かるということと，保護者に対する措置と

いう法的な根拠ができましたので，その保護者の方に細かくいろいろなことを安心して聞ける

ようになったことで，そういった資質上の問題を抱える人について，小さいころはどうだった

かとか，そういうことも聞いて，分かったときには先生方に情報を流して，例えばこの人は視

覚優位型だから，ただお説教をしても効かないとかいうことは連絡して，書いて教えようとか，

そういうことはやるように努めています。 

○毛利委員 ということになると，本当はそういう難しい少年をきちんと扱える，そういう訓

練をしたプロフェッショナルの法務教官を，これから育てていかなければいけないということ

にならないでしょうか。 

○門脇院長 そうですね。おっしゃるとおりです。誰でもそうですけれども，最初からプロみ

たいな方がいるわけではないので，それは体験，経験を通し，情報を伝達し，共有化していく

ことが大切だと思います。先ほども申し上げましたけれども，一人の問題としない。みんなで
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考えていくというチームで当たっていくというんですかね。そういう体制というのは大事だと

思います。 

○毛利委員 満遍なく法務教官にそういう教養を身に付けるように押しつけるという考え方と

押しつけるというか，そういう養成をしていくという考え方と，それから本当にそれに特化し

た人をきちんとほかの仕事の負担を減らして，そういう人を育てる体制を作るということはで

きないんでしょうか。 

○門脇院長 特化するというのは，ある程度の力が出てくればそれはそれとしてできるでしょ

うけれども，先ほどからもお話があるように，その資質上の問題を抱える子どもでも，一番大

事なのは職員との信頼関係なんです。ですから，その子どもの処遇を通して，まず少年たちの

その状況をちゃんと見てとってあげるというような訓練を，職員に現場の中でさせていく必要

があると思います。 

 ですから，私はいつも職員には研修のときも言うんですけれども，これは三好先生から教わ

った言葉で，とてもいい言葉だなと思っているんですけれども，「人間の心の扉には内側にし

か取っ手がない。」ということをいつも言うんです。私たちもお母さんも学校の先生もみんな

そうでしょうけれども，開けよう，開けようとするんです。だけれども，開かない子もいるん

です。これはやはり先ほど申し上げましたけれども，自分自身がもう非行はしないと，そうい

う気持ちにならないと，何を言っても始まらないです。 

 ですから，そのためには職員が，そういう子どもたち，少年たちに，配慮してかかわってあ

げるという姿勢が大切だと思います。ただ無理やりに引っ張って，やれやれと言うのではこれ

は絶対だめだということです。徹底的に若い先生たちにも勉強してもらうということは心掛け

ていますけれども。 

○毛利委員 市川先生に，その辺を専門性の話を聞きたいんですが。 

○市川委員 教育では通常学級で配慮を必要とする人は６．３％という数字が出ていまして，

これに特別支援を受けている人が１．２％でした。数が多く専門性のある人だけが見るとは言

えない状況です。それからもう一つ，「この方は専門性が必要か否か」白黒つかないんです。

境目がはっきりしないので，文部科学省では全体の先生たちのスキルアップをして，本当に大

変な人だけはスペシャリストの先生が見るようにする流れです。厚労省はなるべく小さいころ

に気づいてもらって，何か対応をとれないかということを考えています。うまくいくと少年院

の年齢のころにはそういう人がうまくいくことがあるかもしれません。そういう方がいるとい

うことを知っていただいて，全体のスキルアップをしていただく。本当に大変な方は専門性の
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高いところで見るようにしていかないと，数が多過ぎて難しいと思います。 

○金子園長 医療少年院でも医師と法務教官がいて，医師がいろいろ見てこうだと言っても，

他の施設から来た法務教官が必ずしもそれに対応できなかったりして，やはり医療少年院で長

くいるうちに分かってくるようなところもあって，まだまだ法務教官は大変だと思いますが，

基本的にある程度のそういう対応のコツみたいなものは分かっていないと，今，市川先生がお

っしゃったみたいに，この子どもはそういった障害があるからこうで，この子どもは違うとい

うのではなくて，その中間くらいでどうにもならなくて，社会でも気づかれにくくて，こぼれ

てしまったような人が少年院に来ていることが多いので，ちょっと気難しいとか，こだわりが

強いとか，というようなところでどう対応しようかということができるように，ある程度法務

教官の基礎的な教養としては必要なのではないかと思います。 

○岩井座長 他に，何か御意見はございますか。 

○徳地委員 恥ずかしい話で申し訳ないんですけれども，昨年から今年にかけて，私が勤務し

ておりました児童自立支援施設では，マスコミの餌食になりまして，次から次へとやはり厳し

い指導ということで，新聞に載っております。先般も，地方の施設なんですけれども，発達障

害系の子どもが極めて多く入ってくるということで，そのような子どもに対する対応の仕方が

まずくて，厳しく指導するということで，何件かテレビの前で謝罪したりというようなことで，

二，三日前も中部地方の施設でそういうことがありました。 

 具体的に児童福祉法が改正されたのが平成１０年なんですけれども，それまでは単に非行を

犯す，もしくは犯すおそれのある子どもということで，そういった子どもが対象児童だったん

ですけれども，平成１０年の児童福祉法が改正されまして，それ以外にも生活指導上云々の一

項がありまして，それがやはり児童相談所の方から見ますと，入所児童の対象の幅が広がった

ので措置しやすくなったということなんです。 

 本来，そういう対象の子どもは，情緒障害児短期治療施設というのが各県に１施設ずつ作ら

なければいけないようになっておりますけれども，実際のところはこういった御時勢ですから，

なかなか厚生労働省の方の考えるようには進まないということで，このような子どもに対応す

る場所がないということで，一部の児童養護施設，それから大部分が児童自立支援施設で対応

するわけなんですけれども，実は具体的にそういった子どもは平成１０年ぐらいから非常に多

くなってきました。私自身も個人的に全国児童自立支援施設に，どの程度の子どもがそういう

精神医学的な若しくは心理学的なケアの必要な子どもがいるかということで一回統計をとって

みたんですけれども，大体，平成１０年の段階ですから，今から１２年前ですが，そのときも
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う既に３０％ぐらいの子どもが心理学的，精神医学的なケアの必要な子どもがいたということ

で，当時はもちろん心理専門職の人間も各施設に一人ずつおりませんし，精神科の医師も国の

方の施設には必ず一人ずつおりますけれども，地方の施設では，大体嘱託でいいところなんで

す。 

 そのような子どもがここ数年来，一気に入ってきまして，その子どもに対する行動特徴も全

然理解できない職員が一緒に生活を共にするということで，昔ながらの集団主義的な指導方法

ということで，集団主義的な方法も必要かと思うんですけれども，実はどっちかといいますと，

個別対応しなければ対応できないようなタイプの子どもが非常に多いと思います。そこをやは

り職員がよく行動特徴も理解できない，そういう子どもと一緒に生活していまして，なかなか

昔と同じようなやり方をやっていって，それで寮舎の方がもうにっちもさっちも行かなくなっ

て，職員も精神的にまいってしまったという，そういうふうな者も何人かいるんです。 

 今から１０年前にそういうような状況で，また今年も実際，具体的に１０年以上経っていま

すから，もう少しそういうふうな対象の子どもが多くなってくるのではないかということで，

また全国児童自立支援施設にアンケート調査をするということを私を中心にやらなければいけ

ないと思っていますが，今そういう状況で大変なんですけれども，実は児童福祉法が改正され

まして，１０名以上児童養護施設の中で被虐待児がいた場合は，心理専門職の職員をというこ

となんですけれども，何年か前に児童自立支援施設も心理専門職の者を入れるということと，

若干，いろいろそういうタイプの子どもが多いので，精神科の医師を入れるような方向，完全

に常勤の医師はなかなか確保できませんので非常勤ということでやっておりますけれども，そ

ういった対応をしているのが現状なわけなんです。 

 また，今，研修はいろいろやっているんですけれども，実際，そういう子どもはいろいろな

タイプがいるわけです。行動特徴というのは様々で，いろいろコミュニケーション的な障害の

子どももいますし，他の児童とのかかわりを持つことが非常に大変な状況ということが実際あ

るわけなんですけれども，そういう子どもは職員の研修だけではなかなか難しいということで，

もし研修を受けるんでしたら，専門的なところに短期間ではなしに長期的な展望で研修を実施

することが望まれると思います。今，具体的には影山先生なんか前からもかかわっておられま

す情報センター虹でしょうか，戸塚にあるんですけれども，そういうところで専門的な研修を

やっているんですけれども，非常にそういう点では，児童自立支援施設の方は対応に非常に困

っているという状況がありますので，いち早く専門的な訓練を受けた，または専門的なスタッ

フが揃わないと，これからは大変な状況に陥っていくのではないかと危惧している段階であり
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ます。 

○岩井座長 石附委員，お願いいたします。 

○石附委員 私は女子大に勤めておりまして，市川先生に御指導をいただいていたんですけれ

ども。一般に大学生にも広汎性発達障害の疑われる学生が多くなっているのかというふうに思

ったんです。 

 新入生は宿泊研修などで，学生４人ずつ一室になりますと，もうそこで眠れない学生がいま

す。自分でカミングアウトしまして，私は広汎性発達障害ですからとか，アスペルガーですか

らと。成績が悪いのではなく，成績はいいんです。だから答案はきちんと書きます。あとの処

遇をどうするかというときに，学習を支援するために担当者とフリースペースを準備していま

す。一般に非行でなくても，そういうふうに何か障害のある子どもというのが全体に増えてき

ている。どこもそんな専門性のある人がかかわっているわけではない。その中で，その子たち

がどう育つか，育てるというより，私はやっぱり育つという，その子どもたちがどう育ってい

くかということをどう支援できるかということが社会の大きな問題であって，その中で非行に

陥ってしまった場合にはどうするかということを，具体的に考えるということが必要なのでは

ないかと思っております。 

 私がそういう子どもたちと，どのように関わるのか，叱ってもいないし，何もしていないん

ですけれども，私どもはすごく心配しているんです。そういう状態がございますので，何かや

っぱりこちらが気を配って信頼しつつしてかかわると，その子は「ああ，何とかなるんだ。」

と自分で思って，眠れる子どももいる。全部がそうだとは言えないんですけれども，ある程度

健康度を持っている子どもはそういうことができるということを体験しましたし，それからそ

ういう子どもを親御さんは，うちの子どもはアスペルガー，広汎性発達障害だから特別扱いし

てくださいとおっしゃるんですが，実際には十分にはできないんです。「わかりました。困っ

たら来てちょうだいね。」と言いまして，できることを説明して話を聴くようにしていますと

落ち着くことができることもあります。学校の中でもフリースペースというのを作りまして，

つらくなったらそこで過ごせるようにしております。 

 そういう状態ですから，専門性の高い方がかかわるというのが，少年院でも本当に難しいだ

ろうと思います。だけれども，信頼してかかわると，つまり何とかなると思うと何とかなるの

ではないか。それはその子どもの目を見て，頑張ろうねみたいな感じでやっていると，その場

に適応できる場合もある。寝るときには一緒にお風呂に，今日はあの人たちと一緒に寝ないと

言うんですけれども，そんなこと言ったって部屋がないんだと言ったら，ちゃんとそこで寝る。
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修学旅行もそんな形でしてきたということなんです。 

 ですから，私は生活指導というのは先ほどの教育の理念のところではすごく理想を掲げなけ

ればということを私は考えているんですけれども，実際に規範意識の内面化とか，そういうこ

とは生活指導を通してできるのではないかという，生活訓練と申しますか。だから，そこで規

範意識の内面化とか，自律というのか，セルフコントロールということを体験して，身に付け

ていけるんであって，何か理念の中でそれはなかなかできないんですけれども，具体的には生

活指導というのがすごく大事な場面になるのではないかと思って，先ほどから聞いておりまし

た。 

 広汎性発達障害の子どもでも，何もしていないんですけれども，「しようがないね，ごめん

ね。」としか言いようがないんです。そうしたら，「うん，そうやなあ。」と言っているうち

に，あきらめることもできることがあります。でも家へ帰ったら，自分のスペースがあります

ので，眠れます。やっぱり，その子どもたちにプライバシーを守れるような空間というのが，

フリースペースもそうですし，そういう場所も必要なのでそれは障害の程度によりますし，す

べてがそうだというわけにはいかないんですけれども。法務教官の専門性というのをどんなふ

うに考えるかというのはやっぱりすごく大事で，この専門性の中に特化されたことができる方

と，できなくてもできるんだというのか，みんなかかわれるんだという自信を持っていただく

ことが大事なのではないかと思って聞いておりました。 

○岩井座長 どうもありがとうございます。 

 何か他に御意見はございますでしょうか。 

○本田委員 多分，今，石附先生がお話されたのは，その方は発達障害を受容してもらえたと

いう安心感ができたということだと思います。受容されると同時にその場面でできることの限

界設定という２つを先生がやっていらっしゃったんだと思います。現場で若手の方たちがいつ

も悩んでしまうのは，どこで限界設定していいのか。この子どもにここでやっていいのか，そ

れともだめなのかというのが，専門性がないので揺れているので振り回される。だからそこへ

のスーパービジョンを受けたり，初任者研修で理解を深めると良いのではないかと思います。

その中にそういう方たちが増えてくれば，院内研修をするということで，結構やれてくると思

うんです。 

 ただ，ボーダーラインパーソナリティの方たちというのは一番手ごわい。だからその辺にス

ーパーバイズを受けられるとか，この場合にはどうしたらいいという助言を先生方がＳＯＳを

出せる場所があると，安心してかかわれるのかなと思いました。学校の今のシステムでは，教
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員養成の中に発達障害の授業のコマが大学の中で入っています。これがシラバスに入っていな

いと教員の免許はとれないので，全員がやって当たり前，知的障害は別ですけれども，発達障

害に関しては全員がやれて当たり前となっています。 

 ただし，現場に行ったときには，先生が一人で発達障害の対応を全部やるというのは難しい

ので，それぞれの地方自治体が特別支援に関して，専門の方が１学期に一回という非常に短い

期間なんですけれども，学校に巡回指導にきて，行動観察をして，この方はこういう状態だか

ら先生方でＩＥＰを一緒に修正して，具体的にこのような指導をしようねと相談します。職員

会議で，その内容を伝えてもらい，その生徒さんへの対応方針を共有してみんなで応援してね

というようなことをしていると，その生徒さんは割と落ちついてゆきます。 

 難しいのが中学校なんです。小学校は非常に進んでいるんです。担任の先生が一日見れます

から，結構手厚い。中学校は，教科担任制なので，情報がばらばらですよね。非行が起こって

くる１４歳，１５歳の子どもというのは，自分が発達障害であるということに気づかない，親

も気づかない。何の手当もされないまま，学校からはじき出されてきて，非行を起こして初め

てその鑑別所で査定をいろいろとってみたら，ＡＤＨＤだったとかＰＤＤの傾向があるとかと

いうのが出てくる。そうすると本人は自覚していないから，多分少年院の教育に乗せていく段

階で，自分自身の特性の理解，障害を使ってしまう場合があるんです。「僕はＡＤＨＤですか

ら集中できません」とか，「僕アスペルガーですから一人じゃなきゃ無理なんで個室にしてく

ださい」と言う人も中にはあります。障害を暴力的な道具に使ってしまうので。 

 だから，きちんと自分の特性として理解して，それは一生涯付き合っていかなければいけな

いものだし，遺伝性のものだったりすると，自分の子どもたちにまた来たりとか，行きますの

で，きちんと自覚をうながすことが，先ほど毛利先生がおっしゃったように，導入の時期でで

きるかどうか。その特性に自分なりに付き合いながら，集団との付き合い方とか個別指導を受

けることができると，社会に出たときに自分で，自立という意味で，本当の意味でこういうふ

うな特性があるから，先に見通しが立つように言ってくださいとか，突然変更されるとついて

いけないので，一日前に必ず予定の変更を言ってくださいとか，職場でのトラブルが結構ある

んです。それがないと，シフトが突然変わったとか，場所が変わった。もうパニックになって

どうしていいかわからないうちに，どんどん怒られていく。その結果，ワッとなって，逃げ帰

ってしまって，一回逃げ帰ったら，ごめんなさいという電話は掛けられないから，職場からま

た離れていく。非常に単純なきっかけでつまづくケースも結構あります。最後の退院指導の段

階で，例えば自分自身の特性に関してのサポートブックみたいなものを作っていきながら，こ
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ういう場面では自分はこうなるなと。そのときに自分でできることと，人に助けを求めた方が

いいことみたいなものが，個別の最後の処遇のところででき上っていくと，自分の特性を生か

した形で社会での適応というのはやっていけるのかなと思います。 

 そうしないと，受け入れてくれて彼らに合わせてくれる職場というのが極めて少ないです。

よっぽど理解があるところだったらいいですけれども，少年院の中で理解を逆にし過ぎてしま

うと，そこは天国なんだけれども，現場は違い過ぎるというふうなことでのギャップがありま

す。何かそういう意味でクッションになる場所が一個あってから社会に出ていくのがいいのか

なんていうことも，先ほど提案させていただいた少年院を出た後での施設整備のことです。 

○廣瀬委員 直接今の問題だけではないのですが，さっき言っていないので補足しておきます。

さきほど本田先生が施設に入る前後もケアすべきだとおっしゃって，広田先生は，そこまでは

必要ないのではないかとおっしゃっていたと思います。僕は少なくとも仮退院して，その後を

どうするかというところは，もっと保護担当機関とつなぐということをきちんとやるべきだと

思います。問題がある子ども，本人の資質的な問題が高い子どもは当然そうですけれども，そ

うではない子どもでも施設の中では非常に良い子になり，やる気になって，いろいろ学んだん

だけれども，社会に帰ると悪友だけではなくて，いろいろなことが待ち構えているわけです。

保護との連携をもっと強化するという視点は絶対必要だろうと思います。 

 僕は矯正の現場での処遇は中身はいろいろ問題があるにしても，総体としてはすばらしいと

思っています。けれども，仮退院して出ていくところのつなぎ，軟着陸させるというか，そこ

のところが一番弱いところだし，抜本的に，保護機関との連携強化をやらなければいけないと

昔から思っています。ぜひ，今回，そこに踏み込んだほうがいいと思います。 

○毛利委員 一言いいですか。僕は少年問題ネットワークというのを１０年ほど前に井垣さん

という裁判官が始められて，いろいろなジャンルの方たち，保護観察官，調査官，弁護士，そ

ういう人たちが集まって，数人ずつなんですが，会議をしてきたんですけれども，痛感したの

は少年司法で１人の少年がいろいろな機関を渡り歩いていくんですけれども，驚くほど隣がや

っていることをみんなが知らないんです。そして，それぞれの組織が渡ってきた少年を自分た

ちの処遇観というか，自分たちの組織の世界観でベストを尽くして，次の人にまた放り投げて，

次の人はまた別のことをするというふうにやっているような気がするんです。 

 そういう意味では捕まって，調査官が調査をしたときから，この少年のために一体何が必要

なのかという最初の見立てが，やっぱり最後まで十分に伝言ゲームではありませんが，きちん

とみんなが同じ目的を持って１人の少年を見ていないと難しいだろうなという気がしています
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が，そこは改善されないんでしょうね。はっきり言って，保護観察所と少年院の縄張り意識と

いうのが非常に強くて，僕は実際に聞いたことがあるんですが，少年の出た後の行き先を一生

懸命少年院の方が心配したりすると，余計なことはするなと，それは保護観察官がやることで，

お前のすることではないとはっきり言う場面もあるということなので，それはやっぱり乗り越

えてほしいといつも思っています。 

○岩井座長 他機関との連携のあり方などについては，また話す機会がありますので，そのと

きに展開していただければと思います。 

 それでは少年院での生活指導のあり方ということで，皆さんにお伺いいたしましたが，やは

り集団指導が少年院教育の基本で意義があるのだということで，集団指導になじまない少年も

この子どもはそうだ，こっちはだめというふうな形ではっきり分けられるというものでもない

ので，少人数の集団の中で，そういう問題を持った子どもを手厚く個別指導していくというこ

とが，やはり一番の得策であるというふうなお話であったかと思います。 

 それにかなり精神的な問題を抱えた子どもたちもいますので，心理専門職や精神科医の方た

ちがぜひ配置されるようにという，それから職員全体のスキルアップも図らなければならない

のだろうというふうに思います。この点につきましては，職員の育成方法とか，研修の見直し

というところがまた後でテーマになっておりますので，そのときに詰めていただきたいという

ふうに思います。 

 集団処遇というものを基本にしながら，その中で個別的な処遇，手厚い個別指導を行ってい

く必要があるのだということが確認されたと思われます。 

 それでは，次のテーマに移ります。 

 ここでは，職業補導，教科教育をどのように充実させるべきかということについて議論した

いと思います。 

 １つ目の論点は，今後の職業補導，就労支援はどうあるべきかについてです。これは職業補

導を考える場合，就労に結びつけるための職業訓練とともに，人格形成，勤労習慣を培う職業

指導も大切だと考えられることから，この機会に皆さんにお聞きするものです。これからの職

業補導の在り方を考える場合に，どのような着眼点があるか，何を重視すべきなのか，また職

業補導種目を見直す場合に，どのような種目を拡充すべきなのかなどについて，御意見をいた

だきたいと思います。 

 それでは，毛利先生からお願いいたします。 

○毛利委員 では御指名ですので，しゃべらせていただきます。 
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 １つは私が本を書いたときなんかにも，盛んにその職業補導の問題についても聞いたりした

んですが，一つ大きな特徴は，やっぱり少年院に来たからにはもうガテン系しかないだろうみ

たいなイメージが，少年院全体にあることにちょっと問題があるような気もします。職業選択

の幅が少年院に来て職業補導を受けている段階で，非常に狭く感じるというのは確かかなとい

うことが一つ。 

 それから，東北少年院で溶接なんかを熱心にされているところも見ましたけれども，それが

現実の産業がどんどん移り変わっていく中で，何が生きていくために有利なのかという情報が

少年院にきちんと入って，法務教官と少年が共有しながらその分野をやっているのかというこ

とが，見ていてどうなっているのかと思うことがあります。 

 それはもし改善できるとすると，率直に言えば，本当にその少年院で職業補導を受けている

少年が働くときに，それを働き手として雇うような民間の人たちが来て，職業観なり職業の基

準なり，そういう情報をきちんと与えてくれないと，もしかしたら難しいかもしれないという

ふうに感じたりもします。ただ，それが少年院という１年間ぐらいの少年にとって社会に出て

いくとば口で浴びるほうが効果的なのかどうかというのは，私もちょっと分からないです。 

 ただ，少年院の外の人たちが仕事をどう考えているかということは，情報としてとても大切

な気がします。それをいつも感じられるようにできる仕組みがないかと。それは講演とか，ど

こかの分野の方が指導にときどき来るとか，そういうことでもいいんです。外が見えていたほ

うが，窓がちゃんと開いて外側が見えていたほうが仕事の勉強はしやすいのではないかという

感じがします。 

○岩井座長 現場の方でかなり御苦労があると思うのですけれども，どういうふうにやってい

らっしゃいますか。 

○門脇院長 今，毛利先生の御指摘されたようなガテン系というんですかね。確かにそういう

ものが多いですね。それは少年たちが持っている能力の問題にも関係してくると思います。基

礎学力が非常にないとか，そういう問題はあります。少年院では今，かなり就労支援なんかも

入ってきて，職業情報だとか，これは以前から実施してきていることですが，職業補導講話と

か，いろいろなことを駆使し，決してガテン系だけではなくいろいろな職種から職業選択をで

きるような情報提供を行っています。また，今，いろいろないい本があるので，結構，少年院

の先生になりたいなんていう少年もいるんです。「自分は少年院に入ったけれども少年院の先

生になれるのか。」と質問してきて，「できるよ。」というような話をするんです。いろいろ

な情報を駆使して，少年たちに与えているということは，先生の言葉で言えば，外の窓が見え
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るような状況とか環境というのを作ってあげようというようなことではないかと思います。ま

だ努力が足らないかもしれませんけれども，しているのではないかと思います。 

 私は，職業の種目でいえば，もっと社会のニーズに合ったようなその職業選択というか，種

目というのがあってもいいと思うんです。これはある少年院で出院生への面接の中でアンケー

ト調査したところ，その施設では半分が職業が決まっていく。しかし，その半分が決めたのが

保護者です。保護者の私の知人が知っている場所というケースです。これが大体多いです。就

労支援で実際に決まるというのは３名から４名ぐらいです。ですから，そういう意味では就労

支援をもっともっと積極的に活用し，少年院の中でやっていく必要があるというふうに考えて

います。 

 また，アンケートの中で，保護者が選んで決めてくるのが，大体土建業なんです。やっぱり

ガテン系なんです。その中で，半分ぐらいの子どもは，自分は土建業をやってみたいと思って

問題意識を持っている子どもが半分，それから半分は違う職業をやりたいというんです。その

中で多いのは何かというと，やっぱり調理関係とか，比較的に多かったのが介護でした。です

から，今，少年院の中で女子なんかでは随分やっていますけれども，男子なんかでもやってい

る施設はありますけれども，比較的この介護なんていうことを入れてもいいのかなということ

を思います。 

 それから後は現場にいて職業補導というのは，何も職業の種目だけを資格だけをとるという

話ではない。これは本当に例えば文鎮作業，文鎮をつくるんですが，一つの鉛からすってやる

んですけれども，例えば，鯨の文鎮作成では，大体鯨の形にするまでに２か月かかるんです。

とても苦しい作業なんです。ところがこれを一生懸命磨いて，ピカールで最後磨いていくと，

きれいなものになるんです。それを見て少年たちというのはやっぱりものすごく達成感を感じ

るんですね。私はこの体験というのは，少年たちが社会では決してしていない体験なんです。

ですから，そういう体験を職業補導の課業の中でも体得させる，体験させるというのは，実は

ものすごく少年院における職業補導の意義というんですか，意味があるというふうに思います。 

 それから，資格の問題で言えば，やっぱりもっといろいろな先ほど先生がおっしゃいました

けれども，いわゆる能力開発促進法に定めるところの１０か月の切り目がありますね。１０か

月以上である，いわゆる職業訓練施設なんかですと，これは先ほど先生が東北少年院に行って

見られたと言いましたけれども，１０か月以下では特別教育しかできないんです。ところが，

１０か月以上の施設，職業訓練施設ですと溶接でもステンレス，アセチレン，チタンという軽

量金属の溶接技術が取れるんです。この資格をとったら，関係者が言いましたけれども，就職
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率１００％だと聞きました。 

 だから，そういうような資格取得というのを，実際に少年院でやっている基地があるわけで

すから，これをもっともっと活用できないか。東北少年院なんかで職業訓練施設では，もっと

短期間でも取れる，もっと有効的な資格というのもあるんです。例えば，スプリンクラーの設

置技士であるとか，プロパンの取扱であるとか，いろいろな資格があって，非常に実用的で有

効な資格というのがあるんです。こういうものを職業訓練施設がある種職業訓練センターみた

いな側面も持たせて，そこに派遣して資格を取らせていく。成人矯正なんかの場合ですと，非

常にスパーンが長いので，いろいろな意味での資格を取らせることができるんですが，少年の

場合ですと，１年であるとかどうしても短期間，１か月とか２か月，あるいは相当長期の２年

という少年でも，やっぱり基本的にはその被害者への謝罪の念を深めるとかという教育目標が

ありますから，資格取得だけ取らせればいいかという話でもないわけです。 

 そうすると３年とか５年とかというスパーンの少年ですと，まさしくその訓練施設でそうい

う資格を取らせてまた戻すというようなことができるんです。そういう場合は，私は活用でき

るのではないかなと考えています。そのときには，制度ですね。これは生活訓練課程からＶ１

という職業能力開発課程に変更しなければいけない。そうではなくて，その生活訓練課程とい

うのを生かしながら，そういうような教育的な移送というんですかね。そういうものがやっぱ

り自由に簡素化してできればいいのではないかと。個人的にですけれども，こんな意見を持っ

ています。 

○毛利委員 移送は面倒なんですか。 

○門脇院長 いえいえ，そうではなくて，制度上の問題で今はそういうことになっています。 

○金子園長 女の子が比較的能力的にも制約がある，ＩＱでいったら多分，７０から８０の人

がほとんどというか，半分ぐらいはその辺に入ってきてしまうのではないかなと思う人たちが，

何か月か勉強して取れる資格って実は余り役に立たないよなと思うんですが，他にない。介護

サービスをやっても実習場所もなくて，なかなかとれる人もいないし，何よりも「職場の人間

関係が･･･。」と言って，１日か２日で辞めてしまう。それから，この間出院した子どもは，職

場でいろいろな説明を受けたんだけれども，それが理解できなくてもう嫌になったとして１日

で行かなくなりました。それから保護司さんたちと話していると，少年院から出てきた少年は

寝坊してすぐ辞めてしまうんだよというんです。ですから，その辺のすごく基本的なところと

いうのを，もう一回きちんとやるべきではないかというのが一つあります。 

 それと，教科教育にも関連してきますけれども，いろいろな資格をとるときの基礎でもあり，

- 42 -



 

対人関係の基礎でもあるので，とにかく読む，聞く，書く，話す。これは徹底的に勉強するべ

きだと思うんです。そこは小学校と同じで，普段生活を持っている法務教官が国語の教育の力

をつけることがすごく大事なのではないかなと私は思っていて，特別支援教育だとか，さっき

の個別の問題とかというのも，私たちが聞く力とか，話す力を上げることで，大分改善される

のではないかと思います。職業補導と教科教育，そういう意味では切り離せなくて，基本的な

教科教育，あとちょっと生活指導に戻るんですけれども，感情を表す言葉を持っていないでい

らいらする子どもが多いので，やはり言葉を学ぶということをたくさんさせることが，実は職

業補導にもすごく役に立つのではないかと思います。 

 あと，ＣＡＤだとか，コンピュータ操作とか，そういうようなところは成人の施設がやって

いるように，やはり専門的なところで最先端の機材を使えるようなことができれば，そういう

ことを導入するのもいいと思いますし，あと少年院ではやることがたくさんあって，職業補導

の時間がってすごく短いんです。５０分ぐらいやって休憩でお水飲んで，また５０分ぐらいや

って，はい終わりという感じで，これで本当に職業指導でいいのというのもあって，やはり思

い切って東北少年院のようにやるところ，１日中やるということも必要があるかもしれない。 

 ただ，さっき言った余り実際の就職の役に立っていないかもしれない資格でも，少年院に入

ってくるような子どもたちは今までとったことがないので，そこですごく自信をつけるし，試

験とかそういうのは準備してやって認められるというプロセスがあるので，そのプロセスを経

験して，とにかく段取りをつけて物事に臨むという経験をさせるというのはいいのではないか

と思っています。 

○毛利委員 余り，役立つことばかり考えてはいけないんでしょうか。 

○金子園長 漢検でもいいです。何か資格がついたら。 

○毛利委員 成功体験として捉えれば。 

○金子園長 そこにしています。 

○門脇院長 その成功体験というのがものすごく私は大事というか，少年のアンケートを調査

したり，いろいろ少年院で６０人ぐらいの出院生にいろいろ面接したりとか，アンケートで統

計というか，全部書き出してみたんです。少年院の中で心に火がつくというか，何をきっかけ

として変わろうと思ったのかという話を聞くと，やっぱり先生の指導・助言なんですよ。先生

に言われた言葉だとか，そういうものが多いんですが，それと同時に，達成感というのも多い

んです。達成感って何かというと職業補導なんです。それとか漢字検定で何級とったとか，珠

算何級とったとか，あるいは運動会でみんなでもって寮でもって戦って，そのときに一致団結
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したことであるとか，あるいはそういう意味では役割活動であるとか，あるいは読書感想文と

か意見発表会というのもあるんです。自己表現力のない少年も多くいるので，そういう少年は

それをやることで，一度も人前で話すことができなかった自分が人前で話せたというんですね。

すごく自信がついたと。こういう達成感というのは少年院の教育訓練の中に，すごくたくさん

あると思います。それが自分でもできるんだと思ったときに，やっぱり心に火が灯るというん

ですかね。 

 先ほど来，いろいろなお話がありましたけれども，少年が心に火が灯らないと，自分自身の

非行にも向き合えないし，相手の立場ということを理解することもできないんです。もちろん，

自分自身に対峙することもできなんです。ですからこの職員の支えということを感じたときと，

それから達成感というものを感じたとき，これを感じさせる環境作りというんですかね。私た

ちにはそれしかできませんけれども，そういうことが少年院の教育の中でものすごく大事だと

思います。 

○岩井座長 職業補導というのはやはり少年院の教育期間というのは非常に短いので，刑務所

のようにしっかりやるというのはかなり難しいという感じがしますが，そういう矯正教育とい

いますか，達成感を得させるという意味でも，非常に意味のあるものだし，やはり社会復帰を

図る上で非常に戦力になるものですから，できるだけ子どもたちの役に立つようなものが取り

入れられることがいいことだと思います。ですから，外部の先生なども積極的に受け入れてや

っていただけるような体制ができればいいと思うのですが，外に出すということはできないの

ですか，出院準備のときだったらできるとは思いますが。 

○門脇院長 それは実施しています。就労支援での面接のための外出などです。就労支援の少

年院の流れというのは，入院と同時に説明をします。そして就労支援をやりますよと，やりま

すかと。やりますということになりますと，保護者の了解を得ます。保護者の了解を得てから

今度はハローワークの方にその情報を伝え言います。こういった要望があるので支援をお願い

しますと。そうすると，ハローワークの方から来ていただいて，職業情報の提供であるとか面

接とかして，どんな職業を選びたいのかということになります。そして，それを在院期間中に

受けに行く場合もあります。もちろん，出院してからその面接で終わってしまう場合もあるん

ですが，在院期間中に面接試験に行くというケースもあります。私が今いる小田原少年院では，

２件ほどそういう例があります。 

○岩井座長 どうもありがとうございました。 

 やはり移送が必要ならば，その移送も実施していただければと思います。 
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○市川委員 職業は出院後に戻ってくる可能性を低くするために非常に重要なものだろうと思

います。そうすると，短い時間だと伺ってびっくりしてしまったんですが，もっと重視してい

いのではないかと思います。今後，発達障害系の人は増えてくるとすれば，仕事が続くかどう

かは能力の問題ではなくて，人間関係の問題なんです。あいさつの仕方からやっていかなけれ

ばいけないと思います。教育では高等特別支援学校をつくっています。全員就労を目指して，

ＩＱ６０から９０ぐらいの方を対象にしています。就労のときのノウハウだけを教えており，

朝あいさつすることとか，何かあったら電話してくるとか，基本的なことを教えています。 

 もう一つは，在院中に実際に行ってみて，仕事をやってもらって，顔見知りになってもらう

ことが非常に重要です。資格を取ることも重要だと思いますが，この資格を見ていると，女の

子さんはどの資格を取るのかなと思いました。資格を取ることも重要ですが，就労が続くかど

うかということを重視しないと，つまずいてしまうのではないかと思いました。 

○本田委員 今の市川先生の御意見につけ加えになるんですけれども，就労支援のときに資格

だけ取っても，実際の現場に行ったときに自分で仕事をするために材料を何を揃えて，一つの

プロセスでやっていないですよね。多分，これは生活指導と一緒にできるのではないかと思う

んですが，何か一つのプロジェクトを自分たちが考えて，それを実践するためには何を集めて

どうすればいいというのを，途中でもし失敗したら回復していくために謝るとか，違う材料に

変えるとかということも，疑似体験ではあるんですけれども，一つのものをやり遂げるという

意味では大事な一連の流れです。それが一人でやるのと集団でやるのとでいけば，チームの中

での争いもあるし，そこの中でのいざこざの解決というのもなってくるだろうし，達成感にも

結びつくと思います。 

 もう一つは，結構現場の中でトラブルを起こす少年たちの少年の家なんかの話を聞いている

と，同時処理ができなくて，すぐにあきらめてしまう。例えば調理のところで，松屋とかいろ

いろありますよね。実名出しますが。裏のバックのところでやるのはもう五，六人分のを一遍

に作らなければいけない。でもすぐに就職はできるんです。そういうアルバイトって。コンビ

ニでもそうなんですけれども。そのときに１個ずつしかできなかったら無理で，こっちから人

が何か言っていて，次のことをやってという，そういうトレーニングってないですよね。溶接

で一人でじっとやっているとか，コンピュータに向かって，ＣＡＤでやっているが，それが現

場とちょっとずれているような気がします。 

 だから，そういう日常の中で何か模擬的にいろいろな人と接して，自分が対応しなくてはい

けない場面，同時に処理しながら，「すみません，待っててください。」と言いながら，こっ
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ちをやるとかというような体験も必要なのであれば，例えば日常やっている調理実習の中の一

連の流れの中とか，もう少し模擬的なものができるというような場をつくって，接客の練習み

たいなものがあるとか，そういうようなものが出てくると，疑似体験で自分のもちろんその中

での弱さというのも分かってきますから，少し出るまでに同時処理の練習をしなければいけな

いとか，やる前に予測しておかないと自分は時間も間違えてこんなふうに動いてしまうとかと

いうのが分かれば，出てすぐにつまずいてやめてしまうということもなくなるのではと思うん

です。 

 多分，この基本のところはできていると思うんです。ただ，社会に行くときの落とし穴のと

ころに，もう一歩きめ細かい指導があると，就労としては続きやすくなるのではないかなと思

います。 

○広田座長代理 市川先生と本田先生のお話はそうだと思うんですけれども，今，実際に人間

関係についてはＳＳＴとかやったりしていますよね。それからプロジェクトで言ったら，例え

ば行事をみんなでやるとか，それなりに限られた時間と資源の中でやっていると思うんですけ

れども，何かもう少し特定のこういうものがあるとかという。 

○市川委員 ＳＳＴをやったとして，そのＳＳＴが応用が利かない人たちが多いのではないか

と申し上げているのです。極めて現実的なことをやっていかないと，「勉強したはずなんです

けれども」，という話になってしまうと思うんです。 

○広田座長代理 もっと切羽詰ったような状況とか。 

○市川委員 応用が利かない人は，実際にそのシチュエーションをどんどん覚えていって，パ

ターン化してしまうのが効率的だと思います。 

○金子園長 ＳＳＴのパターンも，そうたくさん学習する暇はないんです。あと，行事とおっ

しゃいましたが，肝心のダンボールを集めてくるのは法務教官の仕事なんです。 

○毛利委員 お買い物からしなければいけないんですね。 

○金子園長 はい。そこがとても苦しいところだと思っているんです。 

○広田座長代理 限界は良く分かるし，不十分なのも良く分かるんですけれども，では何をど

うしたらいいのかというのが，なかなか手詰まりかなということなんですが。 

○金子園長 特別支援学校のそのビジネスクラスの例えば倉庫で品出しをするためにといった

ら，本当にちゃんとした倉庫があって，ちゃんとたくさんすごく現実的だし，厨房といったら，

本当にステンレスの大きな本当に松屋の厨房みたいなのが設置してあるというんで，少年院は

ちょっと追いついていないかと思ったことはあります。 
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 ただ，世の中の移り変わりに追いついていくほど，日本の国が少年院にお金をかけてくれる

のかなとつい思ってしまうんです。 

○広田座長代理 ちょっと思ってきたのが，例えば院外指導をもう少し何か広い範囲で，しか

もいろいろな種類でやれるように考えてみるとかいうのはできないのかというのが一つあるん

です。ダンボールもらいに行くとか。 

 それからもう一つは，職業補導にかかわりますけれども，例えば外から人を入れて，その人

にいろいろ何か教えてもらうとか。そのときに例えば企業の側からすると，いわば社員教育と

して少年院で教えてみろとかというふうにやれば，向こう側もメリットあるし。だから外から

人を引き入れて，そこで何かいろいろなことをやらせてみるとか，そういうことも考えられる

のではないかとかと思ってきたんです。 

○金子園長 多分，院外教育については，院外職職業補導の補導先は，すごく不景気になって

少年院の子どもまで雇って，結局一人，人をつけて教えてという，そういう暇がないとかとい

って結構少なくなっているのと，あと補導先から逃げてしまうような事件があると，できづら

くなってくるということが重なっていて，私も青葉女子学園で何人か院外職職業補導を出しま

したけれども，その前，１，２年は出せる子どもがいなかったからしていませんということだ

ったので，やはり今すぐ院外にみんなで体験学習をしましょうというのは難しい。ただ，実際

の職場で体験学習をするというのはすごくいいことだとは思います。 

○岩井座長 職業補導，就労支援とも非常に困難なお仕事とお聞きしました。また基礎学力が

やはりその前に必要だというお話しでしたので，ここでちょっと２点目の論点の，今後の教科

教育，就学支援はどうあるべきかということに入りたいと思います。 

 教科教育課程という専門コースの置かれている一部の施設のみではなくて，一般少年院にお

いても教科教育を充実させる必要があるのではないかというふうに考えられております。高等

学校卒業程度認定試験を少年院の中で受験できるようになったということですけれども，この

ような受験機会の拡充を図るとか，そういう基礎学力をつけるための教科教育，そういうもの

の充実のための何か御意見はございますでしょうか。 

○広田座長代理 これは教育学者としてお願いしたいのですが，先ほど本田先生が言われたよ

うに，やっぱり基礎学力が重要で，それから津富先生のメモにもやっぱり書いてありますけれ

ども，復学率がどんどん上がっているし，進学という選択肢を与えることは必要なんだという

ことで，今の高卒認定の状況というのは，受かりそうな子どもというか，ある程度のところま

で行っている子どもたちを，いわば認定試験に向けてやるような形だけれども，本当はもうち
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ょっと勉強できない子どもたちをちゃんとやらないといけないんだと思うんです。 

 だから，希望者は小学校レベルで，今自習とかやっていますけれども，一つは正規の時間に

もっとしっかりやってもらえないものかということと，それからそこでは中卒認定とか高卒認

定の試験をゴールにするという限られた子どもたちではなくて，もっと広い基礎学力をちゃん

とつけてあげるというところを，プログラムの正規のものに組み込んでもらえないかと思いま

す。 

 もし，それで人手が足らないんなら，高卒認定のどこかの少年院でやっていましたけれども，

退職教員を外から来てもらって教えてもらうとか，そういうふうな外部の人材を活用すれば，

無理ではないと思うんですけれども，どうですか。 

○岩井座長 今の教科教育の実情などについて，お話していただけますか。 

○門脇院長 現状について，広田先生の指摘があったとおりだというふうに思いますけれども，

先ほど金子園長がおっしゃったみたいに，結構やることがいっぱいあるんです。ＳＳＴもやら

なければいけないし，職業補導もうやらなければいけないし。 

 基礎学力のない子どもには正規のプログラムとしてそういう時間帯をずっと入れるというよ

うなことになると，職員指導者の問題，職員配置上の確保という問題や教育課程に定められて

いる他の教育内容の実施上の調整が必要になってくると思います。いわゆる教育課程の５領域

というのがありますが，そのペース配分というか，工夫，整備する必要があるのではないかと

思います。 

○広田座長代理 やっぱりまとまったカリキュラムをある一定期間教えるというと，これはも

うそれだけで膨大な時間がかかると思うんです。それで，前回のヒアリングのときに来ていた

だいた方が言われていますが，要するに勉強の仕方が分らないところからも浮いたりするんで

す。つまりピンポイントできちんとアドバイスをすれば，それなりに勉強の仕方，１週間なら

１週間の間に自分で努力してみるとか，そういうふうなことはできるような気はするので，だ

からそれは職員がちょっと空いた時間に見るとかではなくて，少し学力の状況，つまずいてい

るのはどこかとか，勉強の仕方，この子どもは何がだめなのかとか，そういうことをピンポイ

ントでつないでいって，学力への取り組みみたいなものが継続できるようにできればというふ

うに，そんなのはどうですか。 

○門脇院長 それは実施可能ですし，現に実施していることもあります。個別担任が余りにも

１７，８歳で，小学校５，６年生ぐらいの程度の学力しかないという場合については，個別に

いろいろなテストを作ってあげたりして，そして個別にいろいろと指導をしています。そうい
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うのは可能だし，実施しています。 

○広田座長代理 その対象を広げるとすると結構大変だから，それで外部の人材がきちんと来

てもらってやっていけばいいのではないでしょうか。 

○毛利委員 関連したことなんですけれども，今お話を伺って改めて思ったんですが，例えば

九州だと高卒，高校に進みそうな子どもとか，そういうのは福岡少年院というところに行くん

ですよね。門脇さんがいらした喜連川もそういう場所ですね。そういうふうに少年院の特色が

矯正管区の中できちんとつくってあるんだけれども，少年には選択肢がないんですよね。自分

からそこに行くという選択肢がないようになぜかできているんですね。 

○門脇院長 それは多分，少年鑑別所の段階で，少年にも選択できますよ。 

○毛利委員 それは反映されるんでしょうか。自分がその少年院で何をするんだと思って行っ

ているのかどうか，その動機が処遇に反映されているのかという問題が，手前にもしかしてあ

るのではないかと思って。 

○門脇院長 それは，教科とかそういうものについては自分が，職業訓練もそうですけれども，

そういう自分自身の問題意識というか，やりたいという気持ちがないと，それは少年鑑別所の

方でも指定しないと思います。 

○金子園長 少年院出院後の進路が，高校でというような子どもだとか，そういうこととは調

査官が家族の様子とか本人の希望を聞いて調査意見にも盛り込んでいるので，その中でＥ２課

程がふさわしいのか，それとも一般の少年院に行って，そういった高卒認定とか自学自習でで

きるのかということを，少年鑑別所でもきちんと検討はしてくれているという感じです。 

○川﨑委員 例えば，その人の問題性などが非常に大きくて，何か個別の特別な対応が必要で

あるというようなことが明らかであれば，その人がＥ２の集団で高等学校の勉強をするという

ことは困難でしょうし，その人の問題性の改善にもつながらないことになるので，少年鑑別所

ではそういう処遇課程を選択しませんし，少年に対しても，こういうコースがあるけれども，

あなたにその意向はありますかというようなことはあえて聞かないと思います。ただ，最近は

少年鑑別所でも，居室に備える「しおり」の類が充実していますから，少年院にどういうコー

スがあるかということも「しおり」などに記載して情報提供している場合が多く，そうした情

報を見て，関心のある少年が質問してくることが時にはあります。 

 少年鑑別所はそういうことも含めて，特に１０か月以上の職業訓練を受ける場合と，高校の

教育を受ける場合は，本人の能力と意欲というのを十分にチェックして，さらに保護者の意向

も確認してから，その処遇課程に分類するという仕組みになっています。 
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○毛利委員 ただ，今伺っていて思ったのは，本人の希望している進路が強烈にあれば，プロ

グラムの量がそっちの方が多くなるとか，そういう選択肢もあってもいいのではないかなとい

うこともちょっと考えました。 

 もう一点だけ。この高卒認定試験に関してなんですが，広島の福山というところにフジゼミ

というのがありまして，このフジゼミをやっているのが藤岡克義さんという方ですけれども，

この人は非行少年なんです。１０代の後半に交通事故を起こして死にかけたという人なんです

が，ぐれてゲーム喫茶の店長を１０代のときにやっていたような人なんですが，あるとき，自

分の将来をどうなるだろうと思って，そのときにゲーム喫茶の店長のおばあさんに「あんたは

こんなところにいる人じゃないよ。」と言われたのがきっかけで，高卒認定試験を受けてそし

て大学に行って，大きな企業に入ったという人なんです。 

 企業に入って数年して，自分と同じような人に大学に行ってもらいたいと思って，福山でゼ

ミをつくられたそうです。今，多分，始まって５，６年なんですけれども，６０人ぐらいの人

が大学に行っているようです。要するに九九も知らないし，「This is a pen.」から始めるそ

うですけれども，そういう元非行少年の子たちが集まってきて，その子たちに懇切丁寧に教え

て，そして大学に行かせるんです。 

 彼が言っているのは，高卒認定試験というのは意外と受かりやすい。それだけでは人生の目

標にならないんだというんですね。やっぱり大学に行って，その後にいい仕事につけたときに，

初めて今まで持っていたコンプレックスが全部消えるわけで，やっぱりそういう高い設定をし

ているので成功しているというのと，本人はやっぱり１８歳ぐらいが少年たちが本当に人生を

やり直さなければいけないと思うそういう時期だとおっしゃっています。なぜかというと，周

りの子どもが高校を卒業していくからだそうです。そのときにぐれていた少年たちが，やっぱ

りこれではだめだと思ったときに，本気になったときにだけ教えるということを，僕は聞いた

ことがあります。昨日もそこを出て，大学４年生になった方と会っていたんですけれども，そ

の藤岡さんという人ですが，僕は法務教官の人たちが酒を飲むだけでいいと思うので，どんな

ふうにしているのかをきちんと聞いて，知るということがやっぱり大切なのではないかなと思

います。現に何年かの間に６０人ぐらい上に上げているということなので，かなりのノウハウ

を持っていらっしゃると思います。 

○岩井座長 どうもありがとうございます。 

 矯正教育について論じた文献などによると，作文指導とか日記指導なんていうのは，生活指

導の中でやっていらっしゃるわけですよね。でも，国語能力のような基礎学力的なものはそう
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いうところである程度わかるわけですね。ちゃんと文章を書ける能力があるかどうかというふ

うなこと。それ以外の学力の向上を目指して，教科教育課程というのは特別に設けられている

ものなのでしょうか。 

○金子園長 教科教育課程というのは，Ｅ１というのが中学生，Ｅ２が高校生，これは本当に

教科教育課程としてやっているのは男子の少年院で，女子には実際にはそういう分校はないん

ですけれども。あとＥ３が小学生ということで，そういった日中もずっと教科の教育を受ける

コースというようなことで，そのほかのところについては，教科教育といってもサポート校に

在籍している人などが，サポート校のレポートを夜間とか休日の自主学習の時間に個別，担任

の先生に教えてもらいながらやっているとか，そういうような感じでやっています。 

 あとは，読書指導の時間があります。青葉女子学園だと朗読の時間というのがあって，そう

いうときに国語の学習をするとか，５領域の教科指導の中に補習教育というかそういったとこ

ろがあるので，そこで自分のところの教育課程に取り入れてやっているということになります。 

○岩井座長 達成感を得るということがものすごく少年の更生にとって大事だということなの

で，きっと教科教育というコースでなくても，いろいろな点で学習をさせるところは整ってい

るということですか。 

○金子園長 何人もの子どもたちが，「先生，勉強ってすると分かるようになるんですね。」

って言うんです。高校へ行きたいと思えるようになったとか言ってくれるので，特に今，毛利

先生が高認試験は受かりやすいっておっしゃったんですけれども，ですから努力すれば報われ

るという意味では，非常に少年院の子どもたちに手近な目標だと思うんです。１科目からでも

受けられるので，全科目受かろうとしなければかなりレベルがあれっと思うような子どもも挑

戦できるので，そこの目標の調整をしながら受けることはできる。 

○広田座長代理 実際，どれぐらい，何割ぐらいがそういうことを目標にしてやっているんで

すか。 

○金子園長 それはいろいろで，この間，榛名で７３人いるんですけれども，十数人が高認試

験を受けたいというふうに本人が手を挙げました。 

○広田座長代理 言いたかったのは，その残りの人はどうしているんですかということです。 

○金子園長 残りの人はその時間，本を読んだり，レースを編んだりしています。 

○廣瀬委員 今，僕は大学院や大学で教えていますけれども，勉強の仕方を知らないとか，国

語力がないなどということは，直接，見聞きするだけではなく，大学の先生方の間からもよく

耳にします。学び方を知らないし，学ぶ喜びを知らないというような子どもが大学生でさえ増
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えてきているようです。お話のあった，やれば分かる，分かればおもしろい，ということを気

づかせてやるだけでも，それはすばらしいことで立ち直るきっかけになると思います。少年院

でも，レベルに関わらず，全員に対して幅広く，そういう学び方の教育をやっていただければ

非常にいいのではないかと思います。 

○徳地委員 ちょっとお尋ねしたい点もあるんですが，先般，法務省の方から赤城少年院にお

ける教科教育とその指導という資料をいただいたんですけれども，この資料を見ますと，中学

２年生が３０％，それから中学３年生が７０％ということで，うちの国立武蔵野学院の場合は

この逆で，中学２年生が７０％，中学３年生が３０％ということで入っておりまして，平成１

０年に児童福祉法が改正されまして，いわゆる施設長に子どもたちの就学の義務を課せられる

ということで，具体的には各施設に学校教育を実施しろというようなお触れが回ってきたわけ

です。 

 そういうことで，施設のある地元の中学校若しくは小学校の分校とか分教室ということでや

っているわけです。もう既に１２年経つんですけれども，実際，全国５８施設あるうち，どの

くらい学校が入ったかといいますと，パーセントから言いますと６３％，５８のうち３７か所

が一応入っているんですが，それまではいわゆる準ずる教育ということで施設の職員が午前中

の学科指導から，午後の作業指導から，レクリエーション指導から，それから生活指導からと

いって，いわゆるユーティリティープレイヤーのようなことで，私自身も施設の職員というも

のは，何でもかんでも子どもと一緒に生活しなければいけないというそういうふうな自負心が

あったんですが，先ほど言いましたとおり，平成１０年に法律が改正されまして，それで施設

に学校教育を導入しろということで，最初は随分抵抗したんですが，今から５年前に国立武蔵

野学院も地元の分校ということで，やっと入りました。 

 女子の国立きぬ川学院は，その２年前ですからもう７年前に地元の学校の分教室ということ

で入ってきたんですけれども，実は今，いわゆる初等少年院ですね。多分，準ずる教室という

ことで，学校教育とは認めてくれないんですね。ということは，あくまでも教育委員会からの

教員が派遣されないとこれは学校ではないんです。学校としては認めてくれないわけですね。 

 ということは，私がここで話したいのは，初等少年院が何か所かあるかと思うんですが，今

後，法務省の考え方としまして，初等少年院の教科教育に関しては，初等少年院のある地元の

方の分校もしくは分教室というような考え方がおありかどうかですね。なぜかといいますと，

さっき言ったように，私はもう絶対そういうふうなものは必要ない。教官はすべてもう子ども

と一緒にということがあったんですけれども，実際，ふたを開けてみると，さいたま市の教育
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委員会から今５名ほど教員がみえているんですけれども，まだ入ったばかりですので，向こう

もそれなりの教員の方を選んでくるので，あくまでも生活指導，いわゆる武蔵野学院の方が中

心で，そのサポート役が教員だという考えで，それがいろいろだんだん経過してきますと，学

校教育の方が離れていきまして，余り有機的なつながりがなくなってくるというような傾向が

あるんです。 

 それで実際，武蔵野学院に５名ほど入れてもらったんですけれども，やっぱり餅は餅屋で非

常にいろいろなことを考えながら，いろいろなことをやってくれますし，それからまたいろい

ろなクラブ担当なんかも，クラブもたくさんあるんですけれども，必ずそういうクラブに入っ

てきまして，学校の場合は特に夏休みは教科指導がないんですけれども，その場合，やはりク

ラブに入っていただいたり，あとは寮舎のサポート役に入っていろいろな学習をしたりという，

ふうなところでいい教員が入っているんですけれども。 

 将来的にやっぱり初等少年院の考え方としまして，どういう形で，単に教官が教科指導をや

ったり，赤城少年院の資料を読みますと，そういうふうなことをやっているということなんで

すけれども，将来的にはどういうふうなことを考えているのか，お伺いしたいのですが。 

○少年矯正課長 現行少年院法には少年院長が卒業証書を出すことができるなどの規定があり

ます。現状を申し上げますと，収容している期間も一定の期間でございますので，可能な限り

外部専門家の協力も得て，教官も一生懸命指導の努力をして，可能な限り学校教育に近い教育

を施しております。 

 少年院長の卒業証書があっても，実際上は使い物にならないわけで，現状は，大部分のケー

スでは出身学校ときちっと連携をとりながら，在院中の指導の状況等をこまやかに提供しつつ，

最終的には出身学校からの卒業証書を出していただいているという状況にあります。 

 現在の運用で，微妙なバランスといいますか，一定程度はとれているのではないかなと思う

ところもありますが，今後，少年院における義務教育の実施方法については，関係省庁とも連

携し，しっかりと考えていかなければならないと考えております。 

○徳地委員 少年たちの学習指導要録は，やはり少年院の方にひとまず持ってきてしまうわけ

ですか。それとも出身中学校の方にそのまま置きっぱなしになっているんですか。 

○金子園長 写しを送付してもらうことが多いです。 

○徳地委員 写しを送ってもらうということですか。本物は出身中学に置いておく。 

 特に，私も校内暴力の非常に盛んなころにいたとき，学校の先生の方で退所をするとき非常

に抵抗を示しまして，校長先生は，絶対戻ってきてもらっては困る，担当教員は，ぜひとも私
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は生徒の面倒をみたいということで意見が２つに分かれまして，最終的には校長がそれでは一

筆を書いてもらうよということで，もし帰ってきた中学校で１回でも教員に対して不適切なこ

とをやったら，これはすぐ処遇変更ということでというようなこと，校長先生も何人かいたん

ですけれども，少年院の場合はあれですからね。そういう校内暴力が盛んなころ，いろいろな

大変な状況はあったかと思うんですけれども，何かこの辺のお話をちょっと聞かせてほしいん

です。 

○門脇院長 校内暴力した子どもが少年院に来るので，その子どもがまた同じように，校内暴

力というか，荒れるということはそうはなかったです。ですから，学校の先生方が見学に来る

と，何であの子どもがちゃんとやっているんだろうみたいな，それは決して毛利先生の言うよ

うな服従な関係ではありませんが，信頼関係に基づいて変わるということです。 

○市川委員 病院も院内学級を持っています。学校とのやりとりで，同じようなことが十何年

前はありました。「『１回でも暴力を振るうようだったら，学校に戻ってこないで欲しい。』

なんていったら，永久に退院できません。」と申しあげていました。教育委員会にあげると，

教育委員会の方で，「すみませんでした。」ということでした。 

 システムの問題が違うかもしれませんが，初等少年院は義務教育年齢ですよね。 

○徳地委員 はい。 

○市川委員 何とか義務教育の延長線上に置かなければまずいんじゃないんですか。人権の問

題ではないですか。 

○徳地委員 そうですね。 

○市川委員 それは早急に何とかしていただいたほうがよいと思います。病院の中の学校も，

多くのところは文科省の教官が来て，そのまま出席日数は換算できるようになってます。して

もらわないと落ちついて治療ができないという話の延長で，落ちついて少年院の中で暮らせな

いということになりませんか。 

○門脇院長 高卒認定の件についてです。受験をしたいんだけれども，保護者が非常に協力的

ではなくて，単位取得証明であるとか，住民票だとかというのも，好きにしろみたいな。来な

いんですね。本人が受験したいと言っても。あとお金を入れてくれないとか。そういう問題が

あって，結構それで引っかかって受けられないという，一生懸命生活していて自分の将来を描

いているんだけれども，できないという子どももいるんです。ですから，そんな意味では在院

証明があれば住民票はいらないとか。当初，私がちょうど川越少年刑務所にいたときに，文部

科学省の課長さんたちとそんなことで高卒認定を入れるというようなことで，お話をしたこと
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があるんですけれども，そういうイメージをつくっていたんですけれども，あとは無料化とい

うんですか。お金は将来的には何年後にはとらないみたいな話もあったんですけれども。ぜひ

とも，何かそういう少年も受験できるような，手続をもう少し簡素化するとか，実際に少年院

にいるわけですから，その在院証明で足りるとか，何かそういうような道が開ければいいなと

いうことを非常に強く思います。 

○岩井座長 どうもありがとうございました。 

 教科教育，本当にやはり成長過程にある少年たちですので，本当に基礎学力が必要なので，

また向学心に富んだ子どもたちの支援が少年院でもできるように，そういう高卒認定試験の受

験などというものも希望すれば受けられるというような体制が整えられるといいと思います。

そして，外部の先生なども来てくださる方を活用できるならば，できるだけその方法を模索す

べきであるというのが，皆さんの御意見だったと思います。 

 それでは，非常に長時間にわたりまして，皆さんお疲れさまでした。本日はこれで閉会とい

たします。 

 次回の第５回会議は，５月１９日水曜日，法務省において，少年院における処遇体制の在り

方について議論いたしますので，よろしくお願いいたします。 

本日はありがとうございました。 

 

午後５時０７分 閉会 

 


